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I 検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 16

6号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号の工事の工程に係る使用前検査につ

いて、原子炉冷却系統施設及び原子炉格納施設が、認可した工事計画に従い製作され、据付けさ

れ、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※)に適合するものであることを確認するもので、

以下の検査を実施する。

1 材料検査

2 寸法検査

3 外観検査

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

5 耐圧検査、漏えい検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基

準」という。)である。本検査に関する条項は第 58条であり、上記検査項目に係る

事項について確認する。

Ⅱ 検査場所    |

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照6)
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高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

名称 個数

原子炉冷却系統施設

■

2 工事計画認可 :届出関係

認可番号

(認可年月日)

工事計画の認可番号 :原規規発第 1908073号

(令和元年 8月 7日 )

工事計画変更の認可番号 :原規規発第 20033016号

(令和 2年 3月 30日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1 共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2 材料検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている材料が使用され、かつ、技術基準

に適合していることを確認する。

2

3 寸法検査



(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

′
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、狽r定精度を

有していることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認する。

4 外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

5 組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態を確認する。

6 耐圧検査、漏えい検査

(1)検査前確認事項                          ′

:① 申請者の品質評録が準備されていることを確認する。     ｀

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な演1定範囲、測定精度を

有していることを確認する。

④ 系統構成が完了していることを確認するょ          ～

(2)検査手順 …

目視又は申請者の品質記録により、規定水位 (工事計画における容量公称値

“
以上の静水頭圧により24時間保持した後、検査圧力に耐え、かつ、異常がないことを確

認する。
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＼

耐圧検査終了後、規定水位 (工事計画における容量公称f― 以上の静水頭圧に

より、著しい漏えいがないことを確認する。

V 判定基準

1 材料検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。           1

2 寸法検査

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

3イ  畑 検査                      
｀                           ア

｀
   有害な欠陥 (表面に機能・ι性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。     .
4 組立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

5 耐圧検査、漏えい検査                           ,

・検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと、                 '
・著しい漏えいがないこと。           …
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局可常氏2

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施  設  名 原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

系  統  名

要領 書番 号 :原規規収第 1908134号 02

年  月

原子力規制委員会
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使用前検査成績書

1 発電所名  関西電力株式会社高浜発電所第4号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3 検査申請   使用前検査申請番号

4 検査期日 自

至

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

7 検査実施者  検査実施者一覧表のとおり

月

　

月

年

年

日

　

日

8 検査結果   検査結果一覧表のとおり
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9 添付資料 使用前検査記録

1 検査前確認事項

2 材料検査記録

3 寸法検査記録

4 外観検査記録

5 組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6 耐圧検査、漏えい検査記録

7 検査用計器一覧表
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添付資料 1二 1

共通事項

使用前検査申請書の確認

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備 考

本検査に係る使用前

検査申請書 (変更申

請を含む。)が準備さ
(

れていること。

記録確認

年

月 日
使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。

年

月 日

年

月 日

検査をする工事の工

程、期 日及び場所が申

請書どお りであるこ

と。

記録確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

記録確認

年

月 日

年

月 日

年

11



添付資料 1-2

材料検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が

準備 されていること。
記録確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

必要 な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月 日

年

月   日

年

月 日
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添付資料 1-3

寸法検査

高浜発電所第4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備 されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

,/月  日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1下 4

外観検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていることと
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-5

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-6

耐圧検査、漏えい検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

月  日

年

月  日

年

月  日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

系統構成が完了してい

ること。

立会/

記録確認

年

月  日

立会/

記録確認

年

月  日

立会/

記録確認

年

月  日
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添付資料 2

高浜発電所第 4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 種類 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

■
年

日月

醐

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の要領書番号 :
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添付資料 3

高浜発電所第 4号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容値を満足すること。

検査対象
主要寸法

(llm)

許容値
※2

(■ lm)

測定値

(■lm)
検査年月日

検査

結果
検査方法

た て

年

月   日

記録確認

横

高 さ

厚

さ

円周都

側 壁

備考

※ 1:公称値

※ 2:許容値は、工事計画による。

,記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)による。

※3:適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 4

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原

判定基準 i有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

がないこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月 日

目視

/
記録確認

備考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 5

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却

原子炉格納施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 種類 個数 検査年月日
検査

結果
検査方法

■
年

月 日

目視

/
記録確認

備考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )による。

※ :適谷性確認検査成績書の識別番号
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添付資料 7

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

検査項 目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備 考
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資料 2-3
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）
区
国
昭
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黎
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資料 3

寸法許蓉範囲一覧表
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資料 4

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
(申請者の情報を基に作成 したものである。)

検査年月 日 年    月   日

※精度は 囲を示すものであり、測定器は許容範囲を満足するものを使用する。

浪J定範囲 測定精度
※

備 考検査項 目 検査用計器

コンベ ンクス

耐圧検査、

漏えい検査
金属製角度直尺

29



関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

構造(強度又は漏えいに係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 :計測制御系統施設

系 統 名

安全弁 (常設)

要領書番号  :原規規収第 1908134号 03

令和元年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社 高浜発電所第 4号機

構造、強度又は漏えいに係る使用前検査実施要領書

施  設  名 :計測制御系統施設

要領書番号 :原規規収第 1908134号 03

制定令和元年 10月 8日

改訂箇所、改訂内容及び改訂理由年 月 日回
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I 検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第

166号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号の工事の工程に係

る使用前検査について、計預1制御系統施設が、認可した工事計画に従い製作され、据付けさ

れ、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※)に適合するものであることを確認するも

ので、以下の検査を実施する。

1 材料検査

2 寸法検査

3 外観検査

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規貝U(平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基

準」という。)である。本検査に関する条項は第 57条であり、上記検査項 目に係

る事項について確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とすると

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 3「検査範囲図」参照。)

1

高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

■
計測制御系統施設

安全弁 (常設 )

個数名称

2 工事計画認可 :屈出関係

原規規発第 1908073号

(令和元年 8月 7日 )

認可番号

(認可年月日)

1



上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1共通事項

(1)使用前検査申請書の確認           .
① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備 されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2材料検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

、② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載 されている材料が使用され、

基準に適合 していることを確認する。

かつ、技術

3寸法検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精

度を有していることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認す

る。

4外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手l贋

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 3「検査範囲図」参照)

5組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

2



V

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。           .
(2)検査手順
~  

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態を確認する。

(詳細は資料 3「検査範囲図」参照)

判定基準                         下

1 材料検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

2 寸法検査

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

3 外観検査

有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、

浸食)がなぃこと。

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

割れ、変形、腐食、

3
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月町湘氏2

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施  設  名 :計測制御系統施設

系  統  名

安全弁 (常設)

要領書番号 :原規規収第 1908134号 03

年  月

原子力規制委員会

5



使用前検査成績書

1 発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第4号機

2 検査の種類   構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3 検査申請    使用前検査申請番号

4 検査期日 自

至

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

計測制御系統施設

安全弁 (常設)

月

　

月

年
、
年

日

　

日

7検査実施者

8検査結果

検査実施者一覧表のとおり

検査結果一覧表のとおり

6



9 添付資料 使用前検査記録          ｀

1検査前確認事項

2材料検査記録

3寸法検査記録

4外観検査記録

5組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6検査用計器一覧表

7
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添付資料 1-1

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

ォ父査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

年

月   日

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認

検査をす る工事のェ

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

年

月   日

年

月   日

使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。
‐

年

月   日

記録確認

本検きに係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備さ注てい

ること。

年

月   日

年

月   日

備考結果検査年月日確認方法確認事項
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添付資料 1-2

材料検査

高浜発電所第 4号機 ,使用前検査記録

検査前確認事項

年

月   日

図面等確認
必要な図面等が準備 さ

れていること。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月   日

年

月   日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

11



添付資料 1-3

寸法検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

年

月   日

記録確認

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

図面等確認
必要な図面等が準備さ

れていること。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月   日

年

月   日

備 考結果検査年月日確認方法確認事項

12



添付資料 1-4

外観検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

年

月   日

図面等確認
必要な図面等が準備さ

れていること。 |

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月   日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

13



添付資料 1-5

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

年

月
′
  日

図面等確認
必要な図面等が準備さ

れていること。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月   日

年

月   日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

14



添付資料 2

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合J性確認検査成績書の識別番号 :

記録確認
年

月 日

記録確認
月

年
日

検査方法
検査

結果
検査年月日使用材料検査対象

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査範囲 :計測制御系統施設

安全弁 (常設):|||

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

高浜発電所第4号機

材料検査記録

15
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録

備
考 ※
1:
公

称
値
  
  

※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る
。

・
記

録
確

認
は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
8:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

目
視 /

記
録

確
認

郭 草 埒 華 ∞



添付資料 4

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合`陛確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月  
―
モ日

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月日検査対象

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・Jl生能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食 )

がないこと。

検査範囲 :計測制御系統施設

安全弁 (常設)illl

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

高浜発電所第4号磯

外観検査記録
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添付資料 5

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月 日

目視

/
記録確認

年

月 日

検査方法
検査

結果
検査年月日検査対象

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

検査範囲 :計測制御系統施設

安全弁 (常設 ) :‐

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

18



添付資料 6

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

備 考
校正年月日

有効期限
測定精度測定範囲管理番号検査用計器検査項 目

19
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資料 2

寸法許熔範囲
(以 下、「寸法許容範囲」は申請者の情報を基に作成 したものである。)

根   拠許容差称名

21



検
査

範
囲

図
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を
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)
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資料 4

検査用計器一覧表

(申 請者の情報を基に作成 したものである。)

ノギス寸法検査´

備 考測定精度測定範囲検査用計器検査項目
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関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

構造、強度又は漏えいに係 る

使用前検査実施要領書

施 設 名  :原子炉格納施設

計測制御系統施設

系 統 名

要領書番号  :原規規収第 1908134号 07

令和元年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

施 設 名 :原子炉格納施設

計測制御系統施設

要領書番号 :原規規収第 1908134号 07
ヤ

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

令和元年 10月 29日 制 定
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I検査 目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭 和 32年法

律第 166号 )第 43条の 3の 11第 1項 に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 ■6条の表第 1号の工事

の工程に係 る使用前検査について、計演1制御系統施設及び原子炉格納施設が、認可 し

た工事計画に従い製作 され、据付けされ、原子力規制委員会規則で定める技術基準 ―

(※ )に適合するものであることを確認するもので、以下の検査を実施する。

1材料検査

2寸法検査

3外観検査

4組 立て及び据付 け状態を確認する検査

5耐圧検査、漏 えい検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準 とは、実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6

号。以下 「技術基準」 とい う。)である。本検査に関する条項は第 17条 、

第 21条第 1項、第 44条、第 53条、第 55条及び第 58条第 1項であ

り、上記検査項 目に係 る事項について確認す る。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1検 査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載 された下記の施設 とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照 )

1



名 称 個 数

原子炉格納施設

計測制御系統施設

■

原子炉格納施設

原子炉格納施設

■

高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

2工 事計画認 可・届 出関係

認可番号

(認可年月 日)

原規規発第 1908073号

(令和元年 8月 7日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1共 通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係 る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が 準備 されているこ

とを確認する。

2



b検査をする工事の工程、期 日及び場所が申請書 どお りであることを確認す

る。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2材料検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(′2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に,記載されている材料が使用され、かつ、技

術基準に適合 していることを確認する。

3寸法検査

(1)検査前確認事項                      ,

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測

定精度を有 していることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認する。

4外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録 (保全実績の記録を含む。)が準備 されていることを確認す

る。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

5組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

3



目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照 )

6耐圧検査、漏えい検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測

定精度を有していることを確認する。

④ 系統構成が完了していることを確認する。

(2)検査手l贋

目視又は申請者の品質記録により、技術基準の規定に基づく検査圧力で ld分保

持 した後、検査圧力に耐え、かつく異常がないことを確認する。耐圧検査終了後、

技術基準の規定に基づく検査圧力により、著 しい漏えいがないことを確認する。

V判 定基準

1材料検査

工事計画のとお りであ り、技術基準に適合すること。

2:寸法検査

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足す ること。

3外観検査

有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、

浸食)が ないこと。

4組 立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画の とお りであ り、技術基準に適合すること。

5耐圧検査、漏 えい検査

・検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。

・著 しい漏 えいがないこと。
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考
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B※
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系
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施

設
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丹町糸氏2

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

構造、
1強

度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施 設 名  :原子炉格納施設

計測制御系統施設

系 統 名

要領書番号  :原規規収第 1908134号 07

年  月

原子力規制委員会
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使用前検査成績書

1発 電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

2検 査の種類   構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3検査申請 使用前検査申請番号

4検 査期 日

5検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6検 査範囲 高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

原子炉格納施設

計測制御系統施設

原子炉格納施設

自

至

日

　

日

月

　

月

年

年

7

原子炉格納施設



7検査実施者 検査実施者一覧表のとお り

8検 査結果 検査結果一覧表のとお り

9添付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2材料検査記録

3寸 法検査記録

4外 観検査記録

5組 立て及び据付け状態を確認する検査記録

6耐圧検査、漏えい検査記録

7検 査用計器一覧表
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検
査
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果
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名

岸 〇
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考
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年
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月
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日
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検
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日
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果
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査

日

結
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添付資料 1-1

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項
共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備 考

本検査に係る使用前

検査申請書 (変更申請

を含む。)が準備 され

ていること。

記録確認

年

月   日

使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。年

月   日

年

月   日

検査をする工事の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りであるこ

とを確認する。 ・

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-2

材料検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結 果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

12



添付資料 1-3

寸法検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正さ

れてお り有効期限内

であること及び必要

な測定範囲、測定精

度を有 しているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-4

外観検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録

(保全実績の記録を

含む。)が準備されて

いること。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-5

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。         .

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-6

耐圧検査、漏えい検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が準

備 されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備 さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正 され

てお り有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲(測定精度を有 し

ていること。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

系統構成が完了 してい

ること。

立会/

記録確認

年

月   日

立会/

記録確認

年

月   日

立会 /

記録確認

年

月 日
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添付資料 2-1

高浜発電所第 4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 計狽1制御系統施設

判定基準 :工事計画の とお りであ り、技術基準に適合することc

検査年月 日
検査

結果
検査方法

検査対象

(真通部番号 )

構 成 材 料

年

日月
記録確認

備 考

・記録確認 は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

17



添付資料 2-2

高浜発電所第 4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

判定基準 :工事計画の とお りであ り、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫 通部番号 )

構 成 材 料 検査年月 日
検査

結果
検査方法

月

年

日
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

18



添付資料 2-3

高浜発電所第 4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

判定基準 :工事計画のとお りであ り、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫 通都番号 )

構 成 材 料 検査年月 日
検査

結果
検査方法

月

年

日
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

19
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)
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添付資料 4-1

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 計測制御系統施設

判定基準 :有害な欠陥 (表 面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐

食、浸食)が ないこと。

検査対象

(貫通部番号 )

構 成 検査年月 日
検査

結果
検査方法

月

年

日

目視 /

記録確認

目視/

記録確認

目視 /

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 4-2

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。ll生 能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐

食、浸食)が ないこと。

検査対象

(貫通部番号 )

構成 検査年月 日
検査

結果
検査方法

月

年

日

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視 /

記録確認

備 考

。記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 4-3

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

判定基準 :有害な欠陥 (表 面に機能 。Jl生能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐

食、浸食)が ないこと。

検査対象

(貫通部番号 )

構成 検査年月 日
検査

結果
検査方法

月

年

日

目視/

記録確認

目視/

記録確認

ロネ見/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

月

年

日

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 5-1

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 計測制御系統施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫通部番号)

検査年月 日
検査

結果
検査方法

年

月 日

目視/

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

イ ※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 5-2

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

判定基準 :工事計画の とお りであ り、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫通部番号)

検査年月 日
検 査

結 果
検査方法

年

月 日

目視/

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

28



添付資料 5-3

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫通部番号 )

検査年月 日
検査

結果
検査方法

| 年

月   日

目視/

記録確認

目視/

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

29



∞ 〇

高
浜

発
電

所
第

4号
機

耐
圧

検
査

、
漏

え
い
検

査
記

録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設
 

計
測

制
御

系
統

施
設

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

日
視

/

記
録

確
認

目
視

/

記
録

確
認

目
視

/

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
重

大
事

故
時

等
(特

定
重

大
事

故
等

時
を

除
く
)に

お
け

る
使

用
時

の
値

※
2:
特

定
重

大
事

故
等

時
に
お

け
る
使

用
時

の
値

・
記
録

確
認

は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:

適
合

性
確

認
検

査
成

績
書

の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

年

月
日

年

月
日

水
圧

、
気

圧

区
分

気
圧

漏
え

い
検

査
時

月
Eノ

ヲ
(M
Pa
)

検
査

時

保
持

時
間

(m
in
)

規
定

保
持

時
間

(m
in
)

10

耐
圧

検
査

時

圧
力

(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定

圧
力

(M
Pa
)

最
高

使
用

圧
力

(M
Pa
)

構
成

検
査

対
象

(貫
通

部
番

号
)

郭 韓 ゆ 華 ｏ ｌ Ｐ



∞ 牌

高
浜

発
電

所
第

4号
機

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

目
視

/

記
録

確
認

目
視

/

記
録

確
認

目
視

/

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
重

大
事

故
時

等
(特

定
重

大
事

故
等

時
を
除

く
)に

お
け

る
使

用
時

の
値

※
2:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
Ь

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

年

月
日

年

月
日

水
圧

気
圧

区
分

気
圧

婦
え

い
検

査
時

圧
力

(M
Pa
)

検
査

時

保
持

時
間

(m
in
)

規
定

保
持

時
間

(m
in
)

10

耐
圧

検
査

時

圧
力

(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定

圧
力

(M
Pa
)

最
高

使
用

圧
カ

(M
Pa
)

構
成

検
査

対
象

(貫
通

部
番

号
)

鶉 草 ゆ 華 ⑥ ｌ Ｎ



∞ ］

高
浜

発
電

所
第
4号

機

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

目
視

/

記
録

確
認

目
視

/

記
録

確
認

目
視

/

記
録

確
認

目
視

/

記
録
確

認

日
視

/

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
重

大
事

故
時

等
(特

定
重

大
事

故
等

時
を
除

く
)に

お
け

る
使

用
時

の
値

※
2:
特

定
重

大
事

故
等

時
に
お

け
る
使

用
時

の
値

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

年

月
日

年

月
日

年

月
日

年

月
日

水
圧

、
気

圧

区
分

気
圧

漏`
え

い
検

査
時

圧
力

(M
Pa
)

検
査

時

保
持

時
間

(m
in
)

規
定

保
持

時
間

(m
in
)

1
0

耐
圧

検
査

時

圧
力

(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定
圧

カ

(前
P占

)

最
高

使
用

圧
力

(M
Pa
)

構
成

検
査

対
象

(貫
通

都
番

号
)

郭 草 漆 華 ｏ ｌ ∞



目
視

/

離
忍

目
磁
|

納

ロ
ネ兄

/

帥

目
駐

|

納検
査
方
法

目
乱
|

帥

検
査
結
果

検
査
年
月

日 日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

フ 」
く 戸
上
、 
と菊
破
三

励

漏
え
い
検
査

時

圧
力

lM
Pa
)

検
査
時

肘 時
間

(m
in
)

雄 肺 嘲 ｍ

耐
圧

検
査

時

動 lヽ
IP
a)

耐
匠
検
査

触
カ

(ヤ
lP
a)

最
高

イ克
用
圧
カ

("
lP
a)

械

※
1:
重

大
事
故
時
等

(特
定
重
大
事
故
等
時

を
除

く
)に

お
け
る
使
用

時
の
値

※
2:
特

定
重
大
事
故
等
時

に
お

け
る
イ史
用
時
の
値

・
記
録
確
認
は
、

申
請
者

の
品
質
記
録

(※
3)
イ

こ
よ
る
。

※
3:
適

合
隆
  
  
  

の
識
別
番

号
:

備

耐
圧
検

査
、
漏

え
い
検
査
記
録

高
浜
発
電
所
第
4号

機

判
定
基
準

:・
検

査
圧
力

に
耐

え
、
か
つ

、
異
常
が
な
い

こ
と
も

。
著

し
い
漏

え
い
が
な
い

こ
と
。

検
査
対
象

(貫
通
部
番
号

)

ヽ 釜 述 華 ｏ ｌ ト



添付資料 7

高浜発電所第4号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

を辻査】頁目 検査用計器 翻 辞 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

34



資料 1-1
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資料 1-2

36



資料 1-8
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蜃
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資料 1-4
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添付資料 1-5

工事計画添付図面の補足抜粋 (1/2)

(以 下は申請者の情報を基に作成 したものである)

39



添付資料 1-6

工事計画添付図面の補足抜粋 (2/2)

(以 下は申請者の情報を基に作成 したものである)

40



資料 2-1

（
Ю
＼

調
）
図
国
謡
割
攀
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資料 2二 2

（
Ю
＼

曲
）
区
国
謡
割
軽
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資料 2-3

（
ｏ
＼

∞
）
区
国
謡
割
軽
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資料 2-4

（
Ю
＼

可
）
図
国
謡
割
軽
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資料 2-5

（
Ю
＼

Ю
）
図
国
謡
割
墾
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資料 3

検査用計器一覧表

(申 請者の情報を基に作成したものである。)

測定精度 備 考検査項 目
|

検査用計器 測定範囲

耐圧検査、

漏えい検査
圧力計
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関西電力株式会社

高浜発電所第4号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 :原子炉格納施設

系 統 名

主要弁 (常設)

要領書番号 :原規規収第 1908134号 08

令和元年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第4号機

構造、強度叉は漏えいに係る使用前検査

施  設  名 :原子炉格納施設

要領書番号 :原規規収第 1908134号 08

制定令下日元年 10月 29日

改訂箇所、改訂内容及び改訂理由年 月 日回
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I 検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 166

号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

(昭和53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号の工事の工程に係る使用前検査につい

て、原子炉格納施設が、認可した工事計画に従い製作され、据付けされ、原子力規制委員会規則

で定める技術基準 (※)に適合するものであることを確認するもので、以下の検査を実施する。

1 材料検査

2 寸法検査

3 外観検査

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

5 耐圧検査、漏えい検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下 「技術基準」

という。)である。本検査に関する条項は第 44条、第 53条、第 55条、第 58条第

1項であり、上記検査項目に係る事項について確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲     
′

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料2「検査範囲図」参照。)

高浜発電所第 4号磯

発電用原子炉施設

原子炉格納施設

主要弁 (常設)

個数名称

1



2 工事計画認可関係

原規規発第 1908073号

(令和元年 8月 7日 )

認可番号

(認可年月日)

上記以降の変更にっぃては、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1 共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程て期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2 材料検査   `                         V

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手ll贋

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている材料が使用され、かつ、

適合していることを確認する。

技術基準に

3 寸法検査       |

(1)検査前確認事項             、

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

◎ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、

を有していることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認する。

測定精度

4 外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

2



V

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照) .

5 組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する9

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

6 耐圧検査、漏えい検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な沢1定範囲、測定精度

を有していることを確認する。

④ 系統構成が完了していることを確認する。

(2)検査手順                                I

目視又は申請者の品質記録により、技術基準の規定に基づく検査圧力で 3分保持した

後、検査圧力に耐え、かつ、異常がないことを確認する。

耐圧検査終了後、技術基準の規定に基づく検査圧力により、著しい漏えいがないことを

確認する。

判定基準

1 材料検査

工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

2 寸法検査

各部の主要寸法の沢1定値が許容寸法を満足すること。

3 外観検査

有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、

食)がないこと。

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

3

割れ、変形、腐食、浸



5 耐圧検査、漏えい検査

・検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。

・著しい漏えいがないこと。

4
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月十1紙 2

関西電力株式会社

高浜発電所1第 4号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施 設 名 :原子炉格納施設

系 統 名

主要弁 (常設)

要領書番号 :原規規収第 1908134号 08

年  月

原子力規制委員会

使用前検査成績書

6



1 発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

2 検査の種類   構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3 検査申請   使用前検査申請番号

4 検査期日 自

至

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

原子炉格納施設

主要弁 (常設)

7検査実施者    検査実施者一覧表のとおり

8検査結果 検査結果一覧表のとおり

9 添付資料

月

　

月

年

年

日

　

日

キ

使用前検査記録

1検査前確認事項

2材料検査記録

3寸法検査記録

4外観検査記録   
´

5組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6耐圧検査、漏えい検査記録

7検査用計器一覧表

7
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添付資料 1-1

共通事項

使用前検査申請書の確認

高浜発電所第 4ャ号機 使用前検査記録

検査前確認事項

年

月  日

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。         .

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書どおりであるこァ

と。

′
年

月  日

年

月  日

使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。
年

月  日

螂

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請

を含む。)が準備され

ていること。

年

月  日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

10



添付資料 1-2

材料検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

年

月  日

図面等確認
必要な図面等が準備 さ

れていること。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月  日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

11



添付資料 1-3

寸法検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

年

月  日

記録確認

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

図面等確認
必要な図面等が準備さ

れていること。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月  日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

12



添付資料 1-4

外観検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

年

月  日

図面等確認
必要な図面等が準備さ

れていること。

年

月  日

年

月 日

年

月  日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月  日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

13



添付資料 1-5

高浜発電所第 4号機  使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

年

月  日

図面等確認
必要な図面等が準備 さ

れていること。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月  日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

14



添付資料 1-6

耐圧検査、漏えい検査

高浜発電所第4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

年

月  日

立会/

記録確認

系統構成が完了してい

ること。

年

月 、日

立会/

記録確認

年

月  日

立会/

記録確認

年

月  日

記録確認

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

図面等確認
必要な図面等が準備さ

れていることと

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月  日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

15



添付資料 2

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

記録確認
年

月   日

記録確認
年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月日使用材料検査対象

判定基準 :I事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査範囲 :原子炉格納施設

主要弁 :||||

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

高浜発電所第 4号機

材料検査記録

16
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添付資料 4

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

キ

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月日検査対象

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・ケ
l生能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、

浸食)がないこと。

検査範囲 :原子炉格納施設

主要弁 :||||

検査場所 :関西電力株式会社_高浜発電所

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

18



添付資料 5

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月日検査対象

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査範囲 :原子炉格納施設

主要弁 :|||

検査場所 :関西電力株式会社i高浜発電所

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

19
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添付資料 7

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

検査年月 日 : 年   月   日

備 考
校正年月日

有効期限
測定精度測定範囲管理番号検査用計器検査項目

/

｀
21
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資料 3

寸法許本範囲一覧表

(申 請者の情報を基に作成 したものである。)

24



資料 4

検査用計器下覧表

(申請者の情報を基に作成 したものである。)

※測定精度は許容範囲を示すものであり、測定器は許容範囲を満足するものを使用する。

圧力計
耐圧検査、

掃えい検査

検査用計器検査項目 備考測定精度
※

測定範囲

25



関西電力株式会社 |

高浜発電所第 4号機

構造、1強度又は漏えいに係る

使用前検査実施要領書

施 設 名  :共通

系 統 名 :支持構造物

要領書番号  :原規規収第 1908134号 11-2

令和元年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

施 設
;名

要領書番号

共通 `

ヤ

原規規収第 1908134号 11-2

回 年 月 日
!改

訂箇所、改訂内容及び改訂理由

令和元年 10月 29日 制 定



I検査目的及び項目

目  次

頁

１

１

１

２

２

４

　

５

Ⅱ 検査場所

Ⅲ 検査範囲

Ⅳ 検査方法

V判定基準

別紙 1

別紙 2

立会区分表  。・

使用前検査成績書

(最終頁 19)



I検査目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭不
『

32年法律第 16

6号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号の工事の工程に係る使用前検査につ

いて、発電用原子炉施設が、認可した工事計画に従い製作され、据付けされ、原子力規制委員会

規則で定める技術基準 (※)に適合するものであることを確認するもので、以下の検査を実施す
.

ると

1外観検査

2組立て及び据付け状態を確認する検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基準」

という。)である。本検査に関する条項は第 5条第 1項、第 5条第 2項、第 17条、

第 50条第 1項及び第 55条であり、上記検査項目に係る事項について確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、高浜発電所第 4号機の発電用原子炉施設において、耐震 Sク

ラス機器に適用される地震力により評価が行われた工事計画に記載された配管であって耐

震 l生に関する説明書の範囲 (設計基準対象施設 :最高使用温度が 150℃を超える日径 4B以 |

1  上の配管の支持構造物、重大事故等対処設備及び特定重大事故等対処設備 :口 径4B以上

の配管の支持構造物)の うち、実施済みの使用前検査で確認したもの以外であつて、使用

前検査実施要領書 (原規規収第 1908134号 12)の検査範囲に係る支持構造物とする。

2工事計画認可・届出関係

認可番号

(認可年月 日)

原規規発第 1908073号

(令不日元年 8月 7日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

1



Ⅳ 検査方法

1 共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認す

る。

b検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録 (保全実績の記録を含む。)が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認すると

(2)検査手∫I贋

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

3組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

① 目視又は申請者の品質記録により、施工管理が適切に行われていることを確認する。

② 目視又は申請者の品質記録により、下記の確認事項を踏まえて、組立て及び据付け状

態を確認する。

・支持構造物の取付位置 (支持点間距離含む。)の確認

・拘束方向の確認

・支持構造物の種類の確認

・支持構造物の部材、溶接部、取付部の強度の確認           ‐

・支持構造物の取付施工、調整の状態の確認

・当該機器及び他の構造物との有害な相互干渉の有無の確認

V判定基準

1外観検査

有害な欠陥 (表面に機能 。性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。

2



2組立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

3
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ヽ

別紙 2

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

構造(強度又は漏えいに係る
′
使用前検査成績書 ・

施 設 名  :共通

系 統 名 :支持構造物

要領書番号  :原規規収第 1908134号 11二2

年  月

原子力規制委員会

5



使用前検査成績書

1発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第4号機

2検査の種類   構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3検査申請 使用前検査申請番号

4検査期日

5検査場所

6検査範囲

日月

年

年

自

至

月   日

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

高浜発電所第 4号機の発電用原子炉施設において、耐震 Sク ラス機器に適用さ

れる地震力により評価が行われた工事計画に記載された配管であって耐震性に

関する説明書の範囲 (設計基準対象施設 :最高使用温度が 150℃を超える日径

4B以上の配管の支持構造物、重大事故等対処設備及び特定重大事故等対処設

備 :日径 4B以上の配管の支持構造物)の うち、実施済みの使用前検査で確認

したもの以外であって、使用前検査実施要領書 (原規規収第 1908134号 12)の

検査範囲に係る支持構造物

7検査実施者   検査実施者‐覧表のとおり

8検査結果 検査結果一覧表のとおり

9添付資料 使用前検査記録

1 検査前確認事項

2 外観検査記録          |
3 組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6
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添付資料 1-1

高浜発電所第4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

木検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されて

いること。

記録確認

年

月  日

使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請番

号を含む。)を記載する。

年

月  日

年

月  日

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書どおりであるこ

と。

記録確認

年

月  日

年

月  日

年
Ⅲ

日

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日
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添付資料 1-2

外観検査

高浜発電所第4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録 (保

全実績の記録を含む。)

が準備 されてい るこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-3

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備 さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月  日

年

月   日

11



添付資料 2-1

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

施設名 :原子炉冷却系統施設

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

がないこと。

検査年月日 : 年  月  日

検査方法 検査結果

目視/記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

・ 目視により確認 した支持構造物は以下のとおり。

12



添付資料 2-2

高浜発電所第4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

施設名 :計測制御系統施設

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。と
l生能に影響を及ぼすおそれのある傷(割れ、変形、腐食、浸食)

がないこと。

検査年月日 年  月  日

検査方法 検査結果

目視/記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合J隆確認検査成績書の識別番号 :

・ 目視により確認 した支持構造物は以下のとおり。
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添付資料 2-3

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

施設名 :原子炉格納施設

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

がないこと。

検査年月日 年  月  日

検査方法 検査結果

目視/記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

。目視により確認 した支持構造物は以下のとおり。
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添付資料 2-4

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

施設名 :原子炉格納施設

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・J陛能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

 ヽ    がないこと。

検査年月日 年  月  日

検査方法 検査結果

目視/記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合ll生確認検査成績書の識別番号 :

・ 目視により確認 した支持構造物は以下のとおり。
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添付資料 3-1

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

施設名 :原子炉冷却系統施設

判定基準 :工事計画のとおりであり(技術基準に適合すること。

検査年月日 年  月  日

検査方法 検査結果

目視/記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

。目視により確認した支持構造物は以下のとおり。

16



添付資料 3-2

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

施設名 :計測制御系統施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査年月日 : 年  月  日

検査方法 検査結果

目視/記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ 1適合性確認検査成績書の識別番号 :

・目視により確認した支持構造物は以下のとおり。
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添付資料 3-3

高浜発電所第4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

施設名 :原子炉格納施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査年月日 年  月  日

検査方法 検査結果

目視/記録確認

備 考

。記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合′
l生確認検査成績書の識別番号 :

。目視により確認 した支持構造物は以下のとおり。
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添付資料 3-4

高浜発電所第4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

施設名 :原子炉格納施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査年月日 i 年  月  日

検査方法 検査結果

目視/記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よるc

l  
※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

・目視により確認 した支持構造物は以下のとおり。
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関西電力株式会社

高浜発電所第4号機

構造く強度又は漏えいに係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 :原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設
1 

原子炉格納施設

系 統 名

主配管 (常設)

要領書番号 :原規規収第 1908134号 12

令和元年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

施 1設  名 :原子炉格納施設 '

計測制御系統施設

原子炉格納施設

要領書番号 :原規規収第 1908134号 12

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

令和元年 10月 29｀ 日 制定
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I 検査目的及び項目

木検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 166

号)第 43条の3の 11第 1.項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運等等に関する規則

(昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号の工事の工程に係る使用前検査につい

て、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設及び原子炉格納施設が、認可した工事計画に従い製

作され、据付けされ、原子力規制委員会規貝1で定める技術基準 (※)に適合するものであること

を確認するもので、以下の検査を実施する。

1 材料検査

2 寸法検査

3 外観検査

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

5 耐圧検査、漏えい検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基準」

という。)である。本検査に関する条項は第 17条、第 21条第 1項、第 32条、第 4

4条、第 53条、第 55条、第 58条第 1項及び第 61条であり、上記検査項目に係

る事項について確認する。

検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

Ⅱ

1



高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

2 工事計画認可関係

認可番号

(認可年月 日)

原規規発第 1908073号

(令不日元年 8月 7日 )

上記以降の変更にういては、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1 共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2

名称 個数

原子炉冷却系統施設

主配管 (常設)

式

計測制御系統施設

主配管 (常設)

一式

原子炉格納施設

主配管 (常設)

一式

原子炉格納施設

主配管 (常設)

二
式



2 材料検査

(1)検査前確認事項                      I

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている材料が使用され、かつ、技術基準に

適合していることを確認する。

3 寸法検査                               '

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な沢1定範囲、測定精度

を有していることを確認する。                   イ

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認する。

4 外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者,の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

5 組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② !必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態を確認するЬ

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

6 耐圧検査、漏えい検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

3



② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精度

を有していることを確認する。

④ 系統構成が完了していることを確認する。         
ケ

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、技術基準の規定に基づく検査圧力で 10分保持じた

後、検査圧力に耐え、かつ、異常がないことを確認すると

耐圧検査終了後、技術基準の規定に基づく検査圧力により、著しい漏えいがないことを

確認する。

V 判定基準

1 材料検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

2 寸法検査

各部の主要寸法の浪1定値が許容寸法を満足すること。

3 外観検査

有害な欠陥 (表面に機能・Jl生能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

5 耐圧検査、漏えい検査

・検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。

。著しい漏えいがないこと。
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別紙 2

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施 設 名 :原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

原子炉格納施設

系 統 名

主配管 (常設)

要 領 書番 号 :原規規収第 1908134号 12

年  月

原子力規制委員会

使用前検査成績書
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1 発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

2 検査の種類   構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3 検査申請    使用前検査申請番号

4 検査期 日 自

至

年

年

月

月

日

　

日

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設

主配管 (常設) 一式

計測制御系統施設

主配管 (常設) 一式

原子炉格納施設

′
主配管 (常設) 一式

原子炉格納施設   1

主配管 (常設) 一式

7検査実施者    検査実施者一覧表のとおり

8検査結果 検査結果す覧表のとおり

7



9 添付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2材料検査記録

3寸法検査記録

4外観検査記録

5組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6耐圧検査、漏えい検査記録

7検査用計器一覧表



検
査

実
施
者

一
覧
表

く
〇

特
記

事
項

検
査

立
会

責
任

者
印

主
任

技
術

者

主
任

技
術

者

主
任

技
術

者

主
任

技
術

者

原
子

力
施

設
検

査
官

印
検

査
年

月
日

年

月
日

月

年

日

年

月
日

年

月
日



系
統

名

検
査

結
果

す
覧
表

主
配

管
(常

設
)

主
配

管
(常

設
)

主
配

管
(常

設
)

主
配

管
(常

設
)

岸 〇

備
 

考

年

月
  
 

日

年

月
  
 

日

耐
圧

検
査

、

帰
え

い
検

査

年

月
  
 

日

組
立

て
及

び
据

付
け

状
態

を
確

認
す

る

検
査

年

月
  
 

日

年

月
  
 
 

日

年

月
  
 

日

年

月
  
  

日

年

月
  
 

日

外
観

検
査

年

月
  
 

日

年

月
  
 

日

寸
法

検
査

検
査

項
目

材
料

検
査

日

年

月

年

月
  
  

日

年

月
  
 

日

年

月
  
 

日

年

月
  
 

日

結
果

検
査

日

結
果

検
査

日

結
果

検
査

日



添付資料 1-1

共通事項

使用前検査申請書の確認

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請

を含む。)が準備され

ていること。

記録確認

年

月  日

使用前検査成績書の「8検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。

年

月  日

年

月  日

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書どおりであるこ

と。

記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認

年

月 日

年

月  日

年

月  日

11



添付資料 1-2

材料検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備 されていること。
記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

必要な図面等が準備 さ

れていること。
図面等確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

12



添付資料 1-3

寸法検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月 口

年

月  日

年

月  日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な沢1定

範囲、測定精度を有し

ているこ_と 。

記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

13



添付資料 1-4

外観検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

必要な図面等が準備さ

れていることと
図面等確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

14



添付資料 1-5

高浜発電所第 4号機  使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

必要な図面等が準備さ

れていること。 `
図面等確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

15



添付資料 1-6

耐圧検査、漏えい検査

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

必要な図面等が準備さ

れていることと
図面等確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、沢1定精度を有し

ていること。

記録確認

年

月  日

年

月  日

年

月  日

系統構成が完了してい

ること。

立会/

記録確認

年

月  日

立会/

記録確認

年

月  日

立会/

記録確認

年

月  日

16



添付資料 2-1

高浜発電所第 4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日
記録確認

年

月   日
記録確認

年

月 日

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

71



添付資料 2-2

高浜発電所第4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :計測制御系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日
記録確認

年

月 日

記録確認

年

月 日

記録確認

備 考
「

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合J性確認検査成績書の識別番号 :

18



添付資料 2-3

高浜発電所第4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :計測制御系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月 日

記録確認

年

月   日

記録確認

年

月   日
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

19



添付資料 2二 4

高浜発電所第 4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

主配管 (常設)| 一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月 日

記録確認

年

月   日
記録確認

年

月   日
記録確認

備 考

・記録確認はく申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合J性確認検査成績書の識別番号 :

20



添付資料 2-5

高浜発電所第4号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

主配管 (常設) 一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日
記録確認

年

月   日
記録確認

年

月   日
記録確認

年

月 日

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合Jl生確認検査成績書の識別番号 :

21



Ｎ Ｎ

高
浜
発

電
所
 

第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査
場

所
:関

西
電

力
株

式
会

社
 

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
冷
却

系
統

施
設

主
配

管
(常

設
):
一

式

判
定
基

準
:各

部
の

主
要

寸
法

の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
心

検
査

方
法

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る
、

※
3:
特

定
重

大
事

故
等

時
に
使

用

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
4)
に

よ
る
。

※
4:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

厚
さ

(■
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1

外
径

(l
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1
検
査
対
象

郭 草 が 華 ω ＝ 牌



Ｎ ∞

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力
株

式
会
社
 

高
浜
発

電
所

検
査

範
囲

:原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
主
配

管
(常

設
):
一

式

判
定
基

準
:各

部
の
主

要
寸

法
の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工

事
計

画
に

よ
る

。
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:

適
合

性
確

認
検

査
成

績
書

の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

年

月
日

厚
さ

(H
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1

外
径

(■
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1
検

査
対

象

郭 奪 蛉 華 ω ｌ Ю



Ｎ 卜

高
浜
発
電
所
 
第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力
株

式
会
社
 

高
浜

発
電

所

検
査
範

囲
:原

子
炉

冷
却

系
統
施

設
主

配
管

(常
設
):

二
式

判
定
基
準

:各
部

の
主
要
寸
法

の
測

定
値

が
許
容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
I事

計
画

に
よ

る

。
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

厚
さ

(■
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

I

外
径

(■
ll
・
)

測
定

値
許

容
値

※
2

主
要

寸
法

※
1

検
査

対
象

郭 草 が 華 ω ｌ ω



Ｎ 一

高
浜
発

電
所
 

第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査
場
所

:関
西
電
力
株

式
会
社
 
高
浜
発

電
所

検
査
範

囲
:計

淑
1制

御
系

統
施

設
主
配
管

(常
設
):
下

式

判
定
基

準
:各

部
の
主

要
寸

法
の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

備
 

考
  
  
  
  
  
  

‐

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る
、

※
3:
特

定
重

大
事

故
等

時
に
使

用

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
4)
に

よ
る
。

※
4:

適
合

性
確

認
検

査
成

績
書

の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

厚
さ

(l
lm
)

沢
1定

値
許

容
値

※
2

主
要

寸
法

※
1

外
径

(l
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

主
要

寸
法

※
ユ

検
査

対
象

郭 韓 賤 華 ω ｌ ト



Ｎ ③

高
浜
発

電
所
 

第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査
場
所

:関
西
電
力
株

式
会
社
 
高
浜
発

電
所

検
査

範
囲

:計
浪
1制

御
系
統
施

設
主
配

管
(常

設
):
一

式

判
定
基

準
:各

部
の

主
要

寸
法

の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

厚
さ

(■
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1

外
径

(■
lm
)

預
1定

値
許

容
値

※
2

主
要

寸
法

※
1

検
査

対
象

鶉 草 が 華 ω ｌ 伽



Ｎ 預

高
浜
発
電
所
 
第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力
株

式
会

社
 

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:計
測

制
御

系
統
施

設
主
配

管
(常

設
):
―

式

判
定
基

準
:
各

部
の

主
要

寸
法

の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記
録

確
認

は
、

申
請
者

の
品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:

適
合

J隆
確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
口

年

月
日

厚
さ

(■
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1

外
径

(l
ll
・

)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
碁

1
検

査
対

象

郭 草 が 華 ω ｌ ｏ



Ю ∞

査 法

検 方

録 認

記 確

査 呆

検 結
検

査

年
月

日

日

年

月

測
定
値

許
容

値
※

2

厚
さ

(■
lm
)

主
要

寸
法

※
t

測
定
値

許
容

値
※

2

外
径

(■
lm
)

主
要

寸
法

※
1

備
 

考

※
1:
公

称
値
(※

2:
許

容
値

は
工

事
計

画
に

よ
る

。
記
録

確
認

は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

寸
法

検
査

記
録

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

主
配

管
(常

設
):
一

式
検

査
範

囲
:計

測
制
御

系
統
施

設

判
定
基

準
:各

部
の

主
要

寸
法

の
淑
J定

値
が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

郭 草 埒 華 ω ｌ ミ



Ю Ｏ

査 法

検 方 識 梱 謝 燃 記
録

確
認

査 果

検 結

日

年

月

日

年

月検
査

年
月

日

日

年

月

測
定

値
許

容
値

※
2

厚
さ

(l
lm
)

主
要

寸
法

※
1

測
定
値

2
許

容
値

※

外
径

(
41
m)

主
要

寸
法

※
1

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記

録
確
認

は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
道

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

寸
法

検
査

記
録

高
浜
発

電
所
 

第
4号

機

検
査

範
囲

:計
狽
1制

御
系

統
施

設
主
配

管
(常

設
):
一

式

判
定
基

準
:各

部
の
主

要
寸

法
の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

郭 草 が 華 ω ｌ ∞



∞ 〇

識 綿 識 鶴 識 綿査 法

検 方

査 呆

検 結
検

査

年
月

日

日

年

月

口

年

月

測
定
値

許
容

値
※

2

厚
さ

(l
lm
)

主
要

寸
法

※
1

測
定
値

許
容

値
※

2

外
径

(l
ll
■

)

主
要

寸
法

※
1

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記

録
確
認

は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

主
配

管
(常

設
):
一

式
検
査
範

囲
:計

測
制
御

系
統
施
設

判
定

基
準

:各
部

の
主
要

寸
法

の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

寸
法
検

査
記
録

高
浜
発

電
所
 
第
4号

機

郭 奪 蛉 華 ω ｒ ⑬



∞ 牌

査 法

検 方 識 綿 識 朧

査 果

検 結

年

月
  
 

日 日

年

月検
査

年
月

日
浪
1定

値
許
容
値

2`
主

要
寸

法
※

1

測
定
値

許
容
値
※

2

外
径

(剛
)

主
要
寸
法
※

1

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記

録
確
認

は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
^:

検
査

範
囲

:計
狽
1制

御
系

統
施

設
主
配

管
(常

設
):
一

式

判
定
基

準
:各

部
の

主
要

寸
法

の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

寸
法

検
査

記
録

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

郭 奪 ゆ 華 ω ｌ 岸 ｏ



∞ Ｎ

識 綿

査 法

検 方

査 果

検 結
検

査

年
月

日

日

年

月

測
定
値

許
容
値
※

2

厚
さ

(l
lm
)

主
要

寸
法

※
1

測
定
値

2
許

容
値

※

外
径

(■
m)

主
要

寸
法

※
1

判
定
基

準
:各

部
の
主

要
寸

法
の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

対
象

備
 
考

※
1:
公

称
値
(※

2:
許

容
値

は
工
事
計
画

に
よ
る
、
※
3:
特

定
重
大
事
故
等

時
に
使

用

・
記
録
確
認

は
、

申
請
者

の
品
質
記
録

(※
4)
に

よ
る
。

※
4:

適
合
性
確
認
検

査
成
績

書
の
識

別
番

号
:

寸
法

検
査

記
録

高
浜
発

電
所
 
第

4号
機

検
査

場
所

:関
西

電
力
株

式
会

社
 

高
浜

発
電

所

検
査
範

囲
:原

子
炉

格
納

施
設

主
配

管
(常

設
):
一

式

郭 草 蛉 華 ω ＝ Ｐ 牌



∞ ∞

高
浜
発
電
所
 
第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力
株

式
会
社
 

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設
主
配

管
(常

設
)

式

判
定
基

準
:各

部
の

主
要

寸
法

の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
8:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

厚
さ

(H
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1

外
径

(■
l1
4)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1
検

査
対

象

郭 草 が 華 ω ｌ 岸 Ｎ



∞ ト

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力
株

式
会
社
 

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設
主

配
管

(常
設
):
一

式

判
定
基

準
:各

部
の

主
要

寸
法

の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

記
録

確
認

備
考
  
  
  
  
  
  
  
  
 |

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記
録

確
認

は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:

道
合

性
確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

年

月
  
 

日

厚
さ

(l
ll
■

)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1

外
径

(a
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

1
検

査
対

象

郭 草 蛤 華 ω ｌ 岸 ω



∞ 萌

査 法

検 方

録 認

記 確 識 鰯

録 認

記 確

査 果

検 結
検

査

年
月

日

日

年

月

年

月
  
 

日

測
定

値
許

容
値

※
2

厚
さ

(■
lm
)

主
要

寸
法

※
I

狽
1定

値
許

容
値

※
2

外
径

(■
lm
)

主
要

寸
法

※
J

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る
、

※
3:
最

高
使

用
圧

力
(差

圧
)

・
記

録
確
認

は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
4)
に

よ
る
。

※
4:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

主
配

管
(常

設
):
一

式
検

査
範

囲
:原

子
炉

格
納

施
設

判
定
基

準
:各

部
の
主
要
寸
法

の
測

定
値

が
許
容

値
を
満

足
す

る
こ

と
6

寸
法

検
査

記
録

高
浜
発
電
所
 
第
4号

機

鶉 草 が 華 ω ｌ Ｐ ト



∞ ③

高
浜
発

電
所
 
第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査

場
所

:
関

西
電

力
株

式
会
社
 

高
浜

発
電

所

検
査
範

囲
:
原

子
炉

格
納

施
設

主
配
管

(常
設
):
一

式

判
定

基
準

:各
部

の
主
要

寸
法

の
測

定
値

が
許

容
値

を
満

足
す

る
こ

と
。

検
脊

_

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る
、

※
3:
最

高
使

用
圧

力

・
記

録
確
認

は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
4)
に

よ
る
。

※
4:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

厚
さ

(■
lm
)

沢
1定

値
許

容
値

※
2

主
要

寸
法

※
1

外
径

(l
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

J

検
査

対
象

郭 奪 聯 革 ω ｌ Ｐ Ы



∞ 預

高
浜
発

電
所
 

第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力
株

式
会

社
 

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設
主
配
管

(常
設
):
一

式

判
定
基
準

:各
部
の
主
要
寸
法
の
狽
1定

値
が
許
容
値
を
満
足
す
る
こ
と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

記
録

確
認

備
考

※
1:
公

称
値
(※

2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

年

月
日

厚
さ

(H
lm
)

測
定
値

許
容

値
※

2
主

要
寸

法
※

l

外
径

(■
lm
)

測
定

値
許

容
値

※
2

主
要

寸
法

※
1

検
査

対
象

郭 草 ゆ 革 ω ｌ 牌 ⑤



∞ ∞

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

寸
法

検
査

記
録

検
査

場
所

:
関

西
電

力
株

式
会
社
 

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設
主

配
管

(常
設
):
一

式

判
定
基

準
:各

部
の
主
要
寸
法

の
測

定
値

が
許
容

値
を
満

足
す

る
こ

と
。

検
査

方
法

記
録

確
認

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
公

称
値

、
※
2:
許

容
値

は
工
事

計
画

に
よ

る

。
記

録
確

認
は
、

申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:

適
合

`隆
確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日 年

月
日

年

月
日

厚
さ

(a
ll
・

)

測
定

値
許

容
値

※
2

主
要

寸
法

※
1

外
径

(■
lm
)

浪
I定

値
許

容
値

※
2

主
要

寸
法

※
1

検
査

対
象

郭 草 ゆ 華 ∞ Ｉ Ｐ く



添付資料 4-1

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・ll生能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。            (

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

39



添付資料4-2

高浜発電所第4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :計測制御系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。J性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。  イ

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料4-3

高浜発電所第4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :計測制御系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月 日

目視

/
記録確認

年

月 日

目視

/
記録確認

年

月 日

目視

/
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 4-4

高浜発電所第 4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 i原子炉格納施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・サ
l生能に影響を及ばすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

日

目視

/
記録確認

年

月 日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

備 考

。記録確認は、申請者の品質記録 (※)によると

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料4-5

高浜発電所第4号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ばすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合J性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 5-1

高浜発電所第4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合J性確認検査成績書ゅ識別番号 :
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添付資料 5二 2

高浜発電所第 4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :計測制御系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合′
l生確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 5T3

高浜発電所第4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :計測制御系統施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月 日

目視

/
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合′
l生確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 5-4

高浜発電所第4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

主酉己管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月 日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 5-5

高浜発電所第4号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月 日

目視

/
記録確認

備 考    ‐

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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卜 〇

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
主

配
管

(常
設

)
式

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

目
視 /

記
録
確

認

目
視 /

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

。

‐
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
2)
に

よ
る
。

※
2:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

年

月
日

水
圧

、
気

圧
区

分

水
圧

水
圧

漏
え

い
検

査
時

圧
力

(M
Pa
)

検
査

時
保

持
時

間
(分

)

規
定

保
持

時
間

(分
)

10 10

耐
圧

検
査

時
圧

力
(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定

圧
力

(M
Pa
)

最
高
使

用
圧

力
(M
Pa
)

検
査

対
象

郭 草 ゆ 華 ０ １ 岸



い 〇

検
査

方
法

目
視 /

記
録

確
認

査 果
検 結

日

年

月

検
査

年
月

日
区

分

水
圧

漏
え

い
検

査
~時

圧
力

(M
Pa
)

査

時
間

(分
)

規
定

保
持

時
間

(分
)

10

耐
圧

検
査

時
圧

力
(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定
圧

力

(M
Pa
)

最
高
使

用
圧

力
(M
Pa
)

備
 

考

※
1:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

。

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
2)
に

よ
る
。

※
2:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

高
浜
発

電
所
 

第
4号

機

検
査

範
囲

:原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
主

配
管

(常
設
):
一

式

判
定
基

準
:・

検
査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な
い

こ
と
。

検
査

対
象

郭 奪 ゆ 華 ｏ ｌ Ｎ



い 牌

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:計
測

制
御

系
統

施
設

主
配

管
(常

設
)

式

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

目
視 /

記
録

確
認

目
視 /

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
重

大
事

故
等

時
(特

定
重

大
事

故
等

時
を
除

く
)に

お
け

る
使

用
時

の
値

、
※
2:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
3)
に

よ
る
。

※
3:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

年

月
日

水
圧

、
気

圧
区

分

気
圧

気
圧

漏
え

い
検

査
時

圧
力

(M
Pa
)

検
査

時
保

持
時

間
(分

)

規
定

保
持

時
間

(分
)

10 10

耐
圧

検
査

時
圧

力
(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定
圧

力

(M
Pa
)

最
高
使

用
圧

力
(M
Pa
)

検
査

対
象

郭 草 蛉 華 ｏ ｌ ∽



倒 ］

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:計
測

制
御

系
統

施
設

主
配

管
(常

設
):
一

式

判
定

基
準

i。
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

目
視 /

記
録
確

認

備
 

考

※
1:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
2)
に

よ
る
。

※
2:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

水
圧

、
気

圧
区

分

気
圧

漏
え

い
検

査
時

圧
力

(M
Pa
)

検
査

時
保

持
時

間
(分

)

規
定

保
持

時
間

(分
)

10

耐
圧

検
査

時
圧

力
(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定

圧
力

(M
Pa
)

最
高

使
用

圧
力

(M
Pa
)

検
査

対
象

郭 草 が 華 ｏ ｌ ト



９ ∞

検
査

方
法

目
視 /

記
録

確
認

検
査

結
果

検
査

年
月

日 日

年

月

水
圧

、
気

圧

区
分

気
圧

漏
え

い
検

査
時

圧
カ

(ヽ
lP
a)

検
査

時
保

持
時

間
(分

)

規
定

保
持

時
間

(分
)

10

耐
圧

検
査

時
圧

力
(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定

圧
力

(M
Pa
)

最
高

使
用

圧
力

(M
Pa
)

備
 

考

※
1:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

・
記

録
確

認
は
(申

請
者

の
品

質
記

録
(※

2)
に

よ
る
。

※
2:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

高
浜
発

電
所
 

第
4号

機

関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

計
測

制
御

系
統

施
設

検
査

場
所

判
定

基
準

検
査

範
囲

・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

主
配

管
(常

設
):
一

式

検
査

対
象

郭 草 が 革 ｏ ｌ 釧



萌 卜

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

耐
圧

検
査

、
漏

え
い
検

査
記

録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:計
測

制
御

系
統

施
設

主
配

管
(常

設
):
一

式

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

目
視 /

記
録
確

認

目
視 /

記
録
確

認

備
 

考

※
1:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
2)
に

よ
る
。

※
2:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

年

月
日

水
圧

、
気

圧
区
分

気
圧

気
圧

漏
え

い
検

査
時

圧
力

(M
Pa
)

検
査

時
保

持
時

間
(分

)

規
定

保
持

時
間

(分
)

10 10

耐
圧

検
査

時
圧

力
(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定

圧
力

(M
Pa
)

最
高
使

用
圧

カ
ー

(M
Pa
)

検
査

対
象

郭 草 が 華 ω ｌ ｏ



∞ り

目
視 /

記
録

確
認

目
視 /

記
録
確

認

検
査

方
法

検
査

結
果

検
査

年
月

日 日

年

月

日

年

月

水
圧

水
圧

区
分

ナ王
、

漏
え

い
検

査

時
圧

力

(
MP
▲

)

時
間

(分
)

10

規
定

保
持

時
間

(分
)

0
1

耐
圧

検
査

時
圧

力

(M
Pa
)

(M
P

耐
圧

検
査

規
定
圧

力
最

高
使

用

圧
力

(M
Pa
)

備
 

考

※
1:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
2)
に

よ
る
。

※
2:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設
主

配
管

(常
設
):
一

式

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に

耐
え

、
か

つ
、

異
常

が
な

い
こ

と
。

・
著

し
い

漏
え

い
が

な
い

こ
と
。

郭 車 聯 革 ｏ ｌ ミ



頓 ０

高
浜
発

電
所
 
第

4号
機

耐
圧

検
査

、
漏

え
い

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設
主

配
管

(常
設
):
一

式

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

・
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

目
視 /

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
特

定
重

大
事

故
等

時
に
お

け
る
使

用
時

の
値

。
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
2)
に

よ
る
。

※
2:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

水
圧

、
気

圧
区
分

水
圧

漏
え

い
検

査

時
圧

力

(
MP
a)

検
査

時
保

持
時

間
(分

)

規
定

保
持

時
間

(分
)

10

耐
圧

検
査

時
圧

力

(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定

圧
力

(M
Pa
)

最
高

使
用

圧
力

(M
Pa
)

検
査

対
象

郭 草 蛉 華 ｏ ｌ ∞



Ы 瀾

高
浜

発
電

所
 

第
4号

機

耐
圧

検
査
(漏

え
い

検
査

記
録

検
査

場
所

:関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所

検
査

範
囲

:原
子

炉
格

納
施

設
主

配
管

(常
設
):
一

式

判
定

基
準

:・
検

査
圧

力
に
耐

え
、

か
つ

、
異

常
が

な
い

こ
と
。

。
著

し
い
漏

え
い

が
な

い
こ

と
。

検
査

方
法

目
視 /

記
録

確
認

目
視 /

記
録

確
認

目
視 /

記
録

確
認

備
 

考

※
1:
特

定
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
使

用
時

の
値

・
記

録
確

認
は

、
申
請

者
の

品
質

記
録

(※
2)
に

よ
る
。

※
2:
適

合
性

確
認

検
査

成
績

書
の
識

別
番

号
:

検
査

結
果

検
査

年
月

日

年

月
日

年

月
日

年

月
日

水
圧

、
気

圧
区
分

気
圧

気
圧

気
圧

漏
え

い
検

査

時
圧

力
(
MP
a)

検
査

時
保

持
時

間
(分

)

規
定

保
持

時
間

(分
)

10 10 10

耐
圧

検
査

時
圧

力
(M
Pa
)

耐
圧

検
査

規
定
圧

力

(M
Pa
)

最
高

使
用

圧
力

(M
Pa
)

検
査

対
象

郭 草 瞬 革 ｏ ｌ ｏ



添付資料 7

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査用計器二覧表

検査年月 日 : 年  月  日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

|
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資料 3-1

寸法許蓉範囲一覧表

(中 請者の情報を基に作成 したく)の である。)
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資料 3-2
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資料 3-3
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資料 4

検査用計器一覧表
(申 請者の情報を基に作成 したものである。)

測定範囲 測定精度 備 考検査項目 検査用計器

圧力計

圧力計

圧力計

圧力計

耐圧検査、

漏えい検査

圧力計
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関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る全ての

工事が完了した時に係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 :計測制御系統施設

系 統 名

安全弁 (常設)

要領書番号  :原規規収第 1908134号 16

令和元年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社 高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係る使用前検査

施  設  名

要領書番 号

計測制御系統施設

原規規収第 1908134号 16

制定令和元年 10月 8日

改訂箇所、改訂内容及び改訂理由年 月 日回
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I 検査目的及び項目

目  次

頁

１

１

１

２

２

３

　

４

11

12

13

Ⅱ 検査場所

Ⅲ 検査範囲

Ⅳ 検査方法

V 判定基準

丹ll紙 1

月町和氏2

立会区分表

使用前検査成績書

資料 1

資料 2

資料 3

工事計画本文

検査範囲図

検査用計器一覧表

(最終頁 13)



検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第

166号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 5号の工事の工程に係

る使用前検査について、計測制御系統施設が、認可した工事計画に従い製作され、据付けさ

れ、所定の性能を有しており、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ )に適合するも

のであることを確認するもので、以下の検査を実施する。

1系統性能検査

(1)性能検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基

準」とい う。)である。本検査に関する条項は第 57条であり、上記検査項 目に係

る事項について確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

計測制御系統施設

個数名称

2 工事計画認可・届出関係

原規規発第 1908073号

(令和元年 8月 7日 )

認可番号

(認可年月 日)

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認するc

1



Ⅳ 検査方法                      ,
1共通事項

(1)使用前検査申請書の確認   i
① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、
.期

日及び場所が申請書どお りであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2 系統性能検査

(1)性能検査

① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備 されてぃることを確認する。

b必要な図面等が準備 されていることを確認する。

c検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精

度を有していることを確認する。

② 検査手順

立会い又は申請者の品質記録により、安全弁が所定の吹出圧力で動作すること及

び所定の吹出量を有することを確認する。

V 判定基準

1 系統性能検査

(1)性能検査

所定の性能を有すること。

2



立
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分

表

計
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2

性
能
検

査

系
統

性
能

検
査

検
査

項
目
※

1

備
考

記
号
説

明
 A
/B
:抜

取
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会
検
査

抜
取
立
会
検
査

に
お

け
る
立
会

は
、
検
査
項

目
ご
と

1回
以
上

と
す

る
。

※
1

※
2

ピ 粛 岸



月llЙ氏2

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る全ての

工事が完了した時に係る

使用前検査成績書

施  設  名 :計測制御系統施設

系  統  名

安全弁 (常設)

要領書番号 :原規規収第 1908134号 16

年

原子力規制委員会

月

4



使用前検査成績書

1 発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第4号機

2 検査の種類   工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係る使用前検査

3 検査申請   使用前検査申請番号

4 検査期 日 自

至

5 検査場F)〒 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第4号磯

発電用原子炉施設

計測制御系統施設

安全弁 (常設)

7 検査結果    検査実施者及び検査結果一覧表のとおり

月

月

年

年

日

　

日

5



検査実施者及び検査結果一覧表

主任技術者

FロF「

F「

系統性能検査

性能検査

年  月  日年  月  日

検査立会責任者原子力施設検査官
検査

結果
検査項目

8 特記事項

9 添付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2性能検査記録

3検査用計器一覧表

6



添付資料 1-1

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

年

月   日

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切 であるこ

と。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認

検査 をす る工事 の工

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

年

月   日

年

月   日

使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。

年

月   日

記録確認

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

年

月   日

年

月   日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

7



添付資料 1-2

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

系統性能検査

性能検査

年

月   日

記録確認

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

図面等確認
必要な図面等が準備さ

れていること。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月   日

年

月   日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

8



添付資料 2

備考
~

※ 1:許容値は JISに よる。

※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 8)に よる。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視/
記録確認月

年

日

目視/
記録確認月

年

日

検査方法
検査

結果
検査年月 日確認値許容値

工事計画

記載値

項目

(単位)
検査封象

判定基準 :所定の性能を有すること。

検査範囲 :計測制御系統施設

安全弁 (常設)

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

高浜発電所第 4号機

性能検査記録

9



添付資料 3

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査用計器下覧表

備 考
校正年月日

有効期限
測定精度測定範囲管理番号検査用計器検査項目

10
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資料 3

本父査用計器一覧表
(申請者の情報を基に作成したものである。)

圧力計性能検査

測定範囲検査用計器検査項目 備 考測定精度

18



関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る全ての

工事が完了した時に係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 :原子炉格納施設

計測制御系統施設

系 統 名

主要弁 (常設)

要領書番号 :原規規収第 1908134号 19

令和 2年 1月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る企ての工事が完了した時に係る使用前検査

施  設  名 :原子炉格納施設

計測制御系統施設

要領書番号 :原規規収第 1908134号 19

制定令和 2年 1月 17日

改訂箇所、改訂内容及び改訂理由年 月 日回
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I 検査目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 166

号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

(昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 5号の工事の工程に係る使用前検査にっい

て、原子炉格納施設及び計測制御系統施設がヾ認可した工事計画に従い製作され、据付けされ、

所定の性能を有しており、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※)に適合するものである

ことを確認するもので、以下の検査を実施する。

1 漏えい率検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基準」

という。)である。本検査に関する条項は第21条及び第44条であり、上記検査項目

に係る事項について確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

■

原子炉格納施設

計測制御系統施設

個数名称

1



原子炉格納施設

主要弁 (常設)

■

原子炉格納施設

原子炉格納施設

個数名称

2 工事計画認可関係

原規規発第 1908073号

(令不日元年 8月 7日 )

認可番号

(認可年月 日)

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1 共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

.  c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2 漏えい率検査

(1)検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備されていることを確認する。

2



c検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精度を有

していることを確認する。

d系統構成が完了していることを確認する。

(2)検査手順

検査は社団法人日本電気協会技術規定 JttC 420新2008「原子炉格納容器の漏えい率試

験規程」に規定する絶対圧力法に準拠した方法により行 う。

V 判定基準

1 漏えい率検査

漏えい率試験により得られた

あること。

3
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男可紙 2

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る全ての

工事が完了した時に係る

使用前検査成績書

施 設 名 :原子炉格納施設

計沢1制御系統施設

系 統 名

主要弁 (常設)

要領 書 番 号  :原規規収第 1908134号 19

年  月

原子力規制委員会

5



使用前検査成績書

1 発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

2 検査の種類   工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係る使用前検査

3 検査申請    使用前検査申請番号

4 検査期日

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

原子炉格納施設

計測制御系統施設

主要弁 (常設)

7 検査結果    検査実施者及び検査結果一覧表のとおり

自

至

月

月

日

　

日

年

年

6



検査実施者及び検査結果す覧表

主任技術者

Ｈ
Ｐ

Ｅ
トF「

Π
ド

ビ
ト

編えい率検査

年  月  日年  月  日

検査立会責任者原子力施設検査官
検 査

結果
検査項目

8 特記事項

9 添付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2掃えい率検査記録

3検査用計器一覧表

7



添付資料 1-1

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

年

月  日

記録確認

工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認

検査をする工事の工

程、期 日及び場所が

申請書どお りである

こと。

年

月  日

年

月  日

使用前検査成績書の「3検

査申請」に申請番号 (変更申

請番号を含む。)を記載す

る。年

月  日

記録確認

本検査に係る使用前

検査申請書 (変更申

請を含む。)が準備

されていること。

年

月  日

年

月  日

備 考結果検査年月日確認方法確認事項

8



添付資料 1-2

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

漏えい率検査

年

月  日

立会/

記録確認

系統構成が完了して

いること。

年

月  日

立会/

記録確認

年

月  日

立会/

記録確認

年

月  日

記録確認

検査用計器が校正さ

れてお り有効期限内

であること及び必要

な測定範囲、狽1定精

度を有しているこ

と。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

図面等確認
必要な図面等が準備

されていること。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認
申請者の品質記録が

準備されていること。

年

月  日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

9
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添付資料 3
(

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査用計器二覧表

検査年月日 : 年
｀ 月  日

備考
校正年月日

有効期限
沢1定精度測定範囲管理番号検査用計器検査項 目

11
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検査範囲図 原 子炉格納容器全体概略図 (1/2)
(以 下、「原子炉格納容器全体概略図」は申請考の情報を基に作成したものである。) 資料 2-1
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漏えい率検査

測定精度測定範囲検査用計器検査項 目

資料 3

検査用計器一覧表

(申 請者の情報を基に作成 したものである。)
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関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る全ての

工事が完了した時に係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 :原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

原子炉格納施設

系 統 名

主配管 (常設)

要領書番号 :原規規収第 1908134号 28

令和元年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る企ての工事が完了した時に係る使用前検査

施  設  名 :原子炉格納施設

計測制御系統施設

原子炉格納施設

要領書番号 :原規規収第 1908134号 28

制定令和元年 10月 29日

改訂箇所、改訂内容及び改訂理由年 月 日回



I 検査目的及び項目

目  次

頁

１

１

１

３

３

４

　

５

18

34

(最終頁 39)

Ⅱ 検査場所

Ⅲ 検査範囲

W 検査方法

V 判定基準

別紙 1

月可紙 2

立会区分表

使用前検査成績書

資料 1

資料 2

工事計画本文

検査範囲図



I 検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 166

号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

(昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 5号の工事の工程に係る使用前検査につい

て、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設及び原子炉格納施設が、認可した工事計画に従い製

作され、据付けされ、所定の性能を有しており、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ )

に適合するものであることを確認するもので、以下の検査を実施する。

1 系統機能検査

(1)通気・通水検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基準」

という。)である。本検査に関する条項は第 53条であり、上記検査項目に係る事項に

ついて確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

1



高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

2 工事計画認可関係

原規規発第 1908073号
｀

(令和元年 8月 7日 )

認可番号

(認可年月日)

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

2

一 式

原子炉格納施設

主配管 (常設)

原子炉格納施設

■

原子炉格納施設

一式

原子炉格納施調

主配管 (常設)

一式

計測制御系統施設

主配管 (常設)

一式

原子炉冷却系統施設

主配管 (常設)

個数名称



Ⅳ 検査方法

1 共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2 系統機能検査

(1)通気 i通水検査

① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備されていることを確認する。

c系統構成が完了していることを確認する。

② 検査手順

運転及び操作への立会い又は申請者の品質記録により、検査対象の通気・通水が

可能であることを確認する。

V 判定基準

1 系統機能検査

(1)通気・通水検査   !
異常なく通気・通水できること。

3
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用ll折眠2

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

工事の計画に係る全ての

工事が完了した時に係る

使用前検査成績書

施 設 名 :原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

原子炉格納施設

系 統 名

主配管 (常設)

要領 書 番 号  :原規規収第 1908134号 28

年  月

原子力規制委員会

5



使用前検査成績書

1 発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第4号機

2 検査の種類   工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係る使用前検査

3 検査申請    使用前検査申請番号

4 検査期日

5 検査場所

6 検査範囲

自

至

月

月

年

年

日

　

日

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設

主配管 (常設) 一式

計測制御系統施設

主配管 (常設) 一式

原子炉格納施設

主配管 (常設) 一式

原子炉格納施設

計測制御系統施設

6

原子炉格納施設



原子炉格納施設

主配管 (常設) ―式

7 検査結果    検査実施者及び検査結果一覧表のとおり

7



検査実施者及び検査結果‐覧表

主任技術者

F「F「

Ｒ
世

直
ト

系統機能検査

通気 。通水検査

年  月  日年  月  日

検査立会責任者原子力施設検査官
査
　
果

検

結
検査項目

8 特記事項

9 添付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2通気 。通水検査記録

8



添付資料 1-1

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

年

月  日

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書どおりであるこ

とも

年

月‐ 日

年

月  日

使用前検査成績書の 「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。
年

月  日

記録確認

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請

を含む。)が準備され

ていること。

年

月 日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

9



添付資料 1二 2

通気 。通水検査

高浜発電所第 4号機 、使用前検査記録

検査前確認事項

年

月  日

立会/
記録確認

系統構成が完了してい

ること。

年

月  日

立会/

記録確認

年

月  日

立会/

記録確認

年

月 日

図面等確認

ゝ

必要な図面等が準備さ

れていること。

年

月  日

年

月  日

年

月  日

記録確認
申請者の品質記録が準

備されていること。

年

月  日

年

月  日

備考結果検査年月日確認方法確認事項

10



添付資料 2-1

備 考

記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月 日

通気、通水

区分
オ父査対象

判定基準 :異常なく通気・通水できること。

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

主配管 (常設):一式

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

高浜発電所第 4号機

通気・通水検査記録



添付資料 2-2

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検

結

査

果
検査年月日

通気、通水

区分
検査対象

判定基準 :異常なく通気・通水できること。

検査範囲 :計淑1制御系統施設

主配管 (常設):一式

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

高浜発電所第 4号機

通気・通水検査記録

12



添付資料 2-3

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月日

通気、通水

区分
検査対象

判定基準 :異常なく通気・通水できること。

検査範囲 :計測制御系統施設

主配管 (常設):一式

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

高浜発電所第 4号機

通気・通水検査記録

13



添付資料 2-4

備 考

!記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検

結

査

果
検査年月日

通気、通水

区分
検査対象

判定基準 :異常なく通気・通水できること。

検査範囲 :原子炉格納施設

主配管 (常設) 一式

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

高浜発電所第 4号機

通気・通水検査記録

14



添付資料 2-5

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月日

通気、通水

区分

検査対象

(貫通部番号)

判定基準 :異常なく通気・通水できること。

検査範囲 :原子炉格納施設 計測制御系統施設

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

高浜発電所第 4号機

通気・通水検査記録

15



添付資料 2-6

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月日

通気、通水

区分

検査対象

(貫通部番号)

判定基準 :異常なく通気・通水できること。

検査範囲 :原子炉格納施設

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

高浜発電所第 4号機

通気・通水検査記録

16



添付資料 2-7

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よるむ

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

目視

/
記録確認

年

月   日

目視

/
記録確認

年

月   日

検査方法
検査

結果
検査年月日

通気、通水

区分
検査対象

判定基準 :異常なく通気・通水できること。

検査範囲 :原子炉格納施設

主配管 (常設):一式

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

高浜発電所第 4号機

通気・通水検査記録

17



工
事
計
画
本
文

(1
/4
)

(以
下

、
「
工

事
計

画
本

文
」

は
申
請

者
の

情
報

を
基

に
作

成
し
た

も
の

で
あ

る
。

)

原
子
炉

ハ
却

系
統
施

設

岸 ∞

添 革 ト ー 岸



61

Z―T料ラ



OZ

g一I料ラ



IZ

叫
溢
型
ご
瀑
謝
辞
畔

レーI料覇



騒Z

q―11#ラ



gz

9-[料ラ



レZ

と一T樹ラ



gz

8-L料覇



9Z

枷

押
漸
茶
き
辞
畔

6-T樹ラ



とZ

OT一I料ラ



原
子
炉

格
納

施
設

Ｎ ∞

聯 華 牌 ― 岸 出



6Z

Zl―T樹彰



08

gIとI樹覇



原
子

炉
格

納
施

設

∞ 岸

ゆ 革 岸 ― 騨 ふ



Z8

qI一I料覇



E8

9T―T料ラ



工
事
計
画
本

文
(1
/4
)

(以
下

、
「
工

事
計

画
本

文
Jは

申
請

者
の

情
報

を
基

に
作

成
し
た

も
の

で
あ

る
。

)

∞ ド

ゆ 華 Ｎ Ｉ 岸



g8

g―Z樹ラ



98

8-Z樹覇



とg

レーg料覇



88

q一Z料ラ



68

9-Zトイラ



関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

品質管理の方法等に関する

使用前検査実施要領書

施  設 名

要 領 書 番 号 :原規規収第 19σ8134号 29

令和元年 9月

原子力規制委員会

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

その他発電用原子炉の附属施設



改定履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

品質管理の方法等に関する使用前検査

施  設 名 :原子炉冷却系統施設     十

計測制御系統施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

その他発電用原子炉の附属施設

要 領 書 番 号 :原規規収第 1908134号 29

制  定令和元年 9月 5日

改訂箇所、改訂内容及び改訂理由年 月 日回
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I検査 目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律

第 166号 )第 43条の 3の 11第 1項に基づき(実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表の上欄に規定する工事の

工程に係 る同表の下欄の検査事項の検査を実施す る上で必要な事項 として、申請者によ

り実施 される原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設、原子炉格納施

設及びその他発電用原子炉の附属施設の工事及び検査に係る保安活動が、認可 した工事

計画に定められた品質管理の方法等に関す る事項に従い行われていることを、以下の項

目について設備横断的に確認するものである。

なお、申請者の品質管理の実施状況については、保安検査、定期安全管理審査におい

ても同様に確認 していることから、重複を避 け、使用前検査対象範囲の工事及び検査に

係 る品質管理の状況に重点をおいて確認するものである。

1品質管理の方法等に 関する検査

(1)品質保証の実施に係 る組織

(2)保安活動の計画

(3)保安活動の実施

(4)保安活動の評価

(5)保安活動の改善

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1検査対象施設及び範囲

工事及び検査に係 る品質管理の方法等に関す る事項

「  高浜発電所第 4号機       
イ

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

その他発電用原子炉の附属施設



2工事計画認可・届出関係

原規規発第 1908073号

(令和元年 8月 7日 )

認可番号

(認可年月 日)

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1共通事項                            )

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。      
十

2検査前確認事項                          
｀

法令、規格、工事計画、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが準備 されて

いることを確認する。                       |

3検査手順

工事計画に記載された各施設の工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定め

られた品質管理の方法等に関する事項に従ヒ`行われていることをくIに記載 した品質管理の

方法等に関する検査の各事項について、品質記録、聞き取 り等により確認する。具体的に確

認する事項は、別紙 1「品質管理の方法等に関する確認事項」に示す。

V判 定基準

工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定められた品質管理の方法等に関する

事項に従って行われていること。

2



別紙 1

品質管理の方法等に関する確認事項

1品質保証の実施に係る組織                           `
。工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラス トラクチャ;及び作業環境が確保 さ

‐れ、申請者部門間及び供給者 との間の責任及び権限が明確にされ、体制の構築、情報

伝達等が工事計画に従って行われていること。

・供給者の選定や管理が工事計画に従って行われていること。

2保安活動の計画

・工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び 1の組織体制等が申請者関係部門及び

供給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階における監視、測定、検

証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施されるよう計画 (手順や合否判定基準を

含む。)が定められていること。                  1
・■の供給者 (調達物品や役務を含む。)の管理方法についても工事計画に従つて定めら

れていること。            '

3保安活動の実施

・工事及び検査が 2の計画に従つて漏れなく実施されていること。また、調達物品や役務

に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査についても工

事計画に従って行われていること。

4保安活動の評価

・調達物品や役務、原子炉施設が要求事項に適合しているこ、とを実証するため、2の計画

に従って漏れなく監視、測定、試験及び検査が行われていることを評価 していること。

まれ、不適合が発生した場合の処置、供給者から申請者への報告についでも1の組織体

制及び2の計画に従つて行われていること。

5保安活動の改善

・予防処置又は同発電所で発生した不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等

の継続的改善が実施されていること。

8



男ば紙 2

1関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

品質管理の方法等に関する

使用前検査成績書

施  設 名 原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

その他発電用原子炉の附属施設

要 領 書 番 号 :原規規収第 1908134号 29

年   月

原子力規制委員会

4



使用前検査成績書

1発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

2検 査の種類    品質管理の方法等に関する使用前検査

$検 査申請 使用前検査申請番号

4検 査期 日

5検 査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

日

　

日

月

　

月

年

年

自

至

6検 査範囲

7検査結果

8添 付資料

工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する事項

高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設  十

計測制御系統施設           |

原子炉格納施設

そのイ也発電用原子炉の附属施設

使用前検査記録

1検査前確認事項

2品 質管理の方法等に関する検査

3使 用前検査において確認 した関連文書一覧表

5           `
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!添付資料 1-1

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

年

月   日

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認

検査 をす る工事の工

程、期 日及び場所が申

請害 どお りであるこ

と。

年

月   日

年

月   日

使用前検査成績書の「3検
査申請」に申請番号 (変更申

請番号を含む。)を記載する。

月   日

記録確認

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

年

月   日

年

月   日

備考結果検査年月自確認方法確認事項

7



添付資料 1-2

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

検査項 目 :品質管理の方法等に関する検査

法令、規格、
1工

事計画、申請

者の規程類、申請者の品質記

録及びエ ビデ ンスが準備 さ

れていること。

備 考結 果検査年月 日確認事項

8



添付資料 2

備 考

5保安活動の改善

4保安活動の評価

3保安活動の実施

2保安活動の計画品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
所
見

1品質保証の実施に係る組織

総
合
所
見

工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定められた

品質管理の方法等に関する事項に従つて行われていること。

判定基準
査

果

検

結
検査年月日

工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する事項

高浜発電所第4号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設、

その他発電用原子炉の附属施設

原子炉格納施設及び

検査範囲

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

高浜発電所第 4号機

査品質管理の方法等に関する

_使用前検査記録

9



添付資料 3

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

使用前検査において確認 した関連文書下覧表

1品質保証の実施に係 る組織

2保安活動の計画

3保安活動の実施

4保 安活動の評価

5保安活動の改善

備 考関連文書の名称等

10



関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

基本設計方針に係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 ギ発電用原子炉施設 (共通項目)

系 統 名

要領書番号  :原規規収第 1908134号 38,

令和元年 11月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

基本設計方針に係 る使用前検査

施 設 名  :発電用原子炉施設 (共通項 目)

要領 書番 号 :原規規収第 1908134号 38

制 定令和元年 11月 26日

改訂箇所、改訂内容及び改訂理由年 月 日回
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I検査目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 1

66号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の検査として、発電用原子炉施設に属する

設備や機器が、認可した工事計画の基本設計方針に従い製作され、据付けされ、所定の性能

を有してお り、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ )に適合するものであることを

以下の項目により確認するものである。

1 基本設計方針に係る検査

※ :原子力規制委員会規貝1で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下 「技術基

準」という6)である。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ш 検査範囲

1検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、高浜発電所第 4号機の発電用原子炉施設のうち、

を構成する設備に係る範囲の基本設計方針 (共通項 目)と する。

2工 事計画認可・届出関係

原規規発第 1908073号

(令和元年 8月 7日 )

認可番号

(認可年月 日)

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

/  a本 検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備 されていることを確認す

るも

b検査をする工事の工程、期 日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

ё工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

1



2 基本設計方針に係る検査

(1)検査前確認事項           十

① 申請者の品質記録及びエビデンスが準備 されていることを確認するも

② 基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 (様式-8)が作

成され、申請者の適合性確認検査において す る

設備に係る範囲について漏れなく確認 されていることを確認する。

(2)検査手順

品質管理の方法等に関する検査事項の状況を踏まえ、下記の事項について、申請者が

実施 した検査記録及び工事管理記録により別紙 2の観点で包括的に確認する。また、

確認 した検査記録と現物の状態が一致しているか否かの観 J点から現物を抜取 りで確認

する。

① 保安活動に係る実施要領書の適切性

② 保安活動に係る要員の適切性

③ 保安活動に係る計測・測定機器の適切性

④ 保安活動に係る調達管理の適切性

⑤ 保安活動の内容 (工事管理実績)の適切性

⑥ 保安活動の結果判定 (検査実績)の適切性

なお、「保安活動」とは、申請者が工事計画の基本設計方針に従い実施する工事及び検

査に係る活動をいう。
―

V判定基準                    ′

保安活動が基本設計方針に従つて行われ、設備及び機器が基本設計方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性能を有しており、技術基準に適合するものであること。

2
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丹可チ低 2

基本設計方針に係 る検査の観点

。最新の要領書に従って保安活動 を実施 していること。
・保安活動実施前に、必要な事項 (前 工程の終了、前提条件の成立等)を確

認 していること。
・試験や社内検査の回路、系統の構成等は要領書 どお りで、 目的に照 らして

適切であること。
。データの測定時期及び狽1定点は、要領書 どお りで適切であること。
・測定データの有効桁数の処理は、判定基準 との関連で適切であること。
・要領書で定め られた保安活動の対象範囲 と被確認物が一致 していること。
・要領書に定め られた検査方法 (設備の具体的設計結果に適合 していること

を確認す る方法)に従い適合性確認検査が行われていること。

・適合性確認 を行った手 ビデンスが整理 され、容易に提示できること。

内容 (工 事

管理実績 )

の適切性

・ 申請者が要求事項 を明確 に し、 レビュエ及び検証後、調達先に提示 してい

ること。
・申請者は、調達先に記録提出を求め、計画 どお り調達製品等 と要求事項 と

の検証を行 っていること。
・検証結果の記録 を適切に管理 していること。

調達管理

の適切性

。計測・測定機器は要領書 どお りのものを使用 していること。
・試験や社内検査の結果の判定に影響す る計測・沢1定機器の仕様や精度は、

それぞれの 目的、判定基準等に照 らして適切であること。計測・測定機器
は所要の トレーサ ビリテ ィが とられていること。

・所要の校正・有効性確認 を行いく識別 された計測・測定機器 を使用 し、記
録 を保管 していること。

計測・測定

機器
の適切性

・保安活動の種類に応 じ、適切な力量 (資 格、専門性及び経験等)を 有す る

要員を配置 していること。
・保全活動の種類に応 じ、要員の適格性が確認 されていること。

要員
の適切性

・適合性確認検査が基本設計方針 に定めた要求内容 (設備 の具体的設計結果
を含むと)に適合す ることを確認す るよ う計画 されていること。

・ 申請者の適合性確認検査の要領書が適切に制定又は改訂 されていること。
・工事計

′
画記載事項、技術基準の条項等を明示 していること。 (適 合性確認検

査の計画 として整理 した 「設備 の具体的設計結果」及び 「確認方法」の情
報を確実に適合性確認検査要領書に反映 していること。)

。試験や 申請者の適合性確認検査の方法及び判定基準の根拠が適切で、かつ、
明確 に定め られていること。 (特 に、既設設備の代替検査方法の適切性評
価。)

・ 申請者 の適合性確認検査の対象範囲は工事計画及び技術基準の適合性 を漏
れなく確認できるように設定されていること。

・ 申請者の適合性確認検査の要領書の本文記載事項 と添付資料 (設備概要、
工事範囲図、試験系統図等)の対象範囲が整合 していること。

・工事の全体工程の中で、各保安活動の適切な時期を設定 していること。

実施要領書
の適切性

確認事項確認項 目

4



・保安活動の結果 を要領書の判定基準に照 らして適切 に判定 していることと
・工事計画及び技術基準に適合す ることを評価 し、組織 として承認 している

こと。
・保安活動の結果の記録 を作成、承認及び保管 していること。
・不適合があつた場合、不適合管理の手続 きに沿った対応が行われているこ

と。

結果の判定

(検査実績 )

の適切性

確認事項確認項 目

5



月町紙 3

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

基本設計方針に係る

使用前検査成績書

施 設 名  :発電用原子炉施設 (共通項 目)

系 統 名

要領書番号  :原規規収第 1908134号 38

年   月

原子力規制委員会

6



使用前検査成績書

1発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

2検査の種類  基本設計方針に係 る使用前検査

3検査申請 使用前検査申請番号

4検 査期 日

5検 査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6検 査範囲 高浜発電所第 4号機

発電用原子炉施設

基本設計方針 (共通項 目)※ 1

7検査結果 検査実施者及び検査結果一覧表のとおり

月

月

年

年

自

至

日

　

日

7



検査実施者及び検査結果一覧表

主任技術者

印
印

印

基本設計方針に

係 る́検査

年   月 日年   月 日

検査立会責任者原子力施設検査官
検査

結果
検査項 目

8,特記事項

9添 付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2確認結果下覧表

8



添付資料 1-1

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

年

月   日

記録確認

工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

年

月   日

年

月   日

年

月   日

記録確認

検査をする工事の工

程、期 日及び場所が

申請書 どお りである

こと。

年

月   日

年

月   日

使用前検査成績書の 「3検

査申請」に申請番号 (変更申

請番号を含む。)を記載する。

年

月   日

記録確認

本検査に係る使用前

検査申請書 (変 更申

請を含む。)が準備 さ

れていること。

年

月 日

年

月   日

備 考結果検査年月 日確認方法確認事項

9



添付資料 lT2

高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

検査前確認事項

基本設計方針に係 る検査

年

月   日

に係 る範 囲

について漏れな く確認 さ

れていること。

年

月   日

基準適合性 を確保す るた

めの設計結果 と適合性確

認状況一覧表 (様式-8)

が作成 され、申請者の適合 :

性確認検査 において‐

年

月   日

年

月   日

申請者の品質記録及びエ

ビデ ンスが準備 されてい

ること。

年

月   日

年

月   日

備 考結 果検査年月 日確認事項

10



添
付

資
料
-2

高
浜

発
電

所
第
4号

機
 

使
用

前
検

査
記

録

確
認

結
果

一
覧
表

Ｐ 　 騨

発
電

用
原

子
炉

施
設

(共
通

項
目
)※

1

施
設

名

設
備

に
対

す
る
要

求

機
器

等
の

名
称

(設
備

区
分

)

確
認

し
た

基
本

設
計

方
針

記
録

確
認

し
た
適

合
性

確
認

検
査

要
領

書
く
成

績
書

等

現
場

確
認

し
た

設
備

等
確

認
結

果



関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

使用前検査実施要領書 (標準要領)

要領 書番 号 :原規規収第 1908134号 99

令不日2年 3月

原子力規制委員会

ジ



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第4号機

使用前検査実施要領書 (標準要領)

要領書番号 :原規規収第 1998134号 99

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

令和 2年 3月 13日 制定
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I検査目的、項目及び適用範囲

1 検査目的

本検査は、核原料物質く核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 0召和 82年法律第 166

号)第 43条の 3の 11第 1項の規定に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等に関す

る規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)(以下「実用炉規則」という。)第 16条の表の上欄

に掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項について行 う使用前検査について、検

査を受けようとする者が提出した申請 (以下「検査申請書」という。)に係る発電用原子炉施設

が、認可した又は届出された工事計画に従い製作、据付けされ、実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規貝1(平成 25年原子力規制委員会規則第 6号)(以下 「技術基準」と

いう。)に規定する技術上の基準に適合するものであることを確認する。

なお、確認する技術基準の条項は、認可した又は届出された工事計画のとおり。    イ

2 検査項目

本検査における検査項目は、実用発電用原子炉施設に係る使用前検査に関する運用要領 (平成

27年 3月 19日原規規発第 1503191号)(以下「運用要領」という。)添付-1検査項目及び立

会区分のとおり。

なお、運用要領によらない検査項目については、必要に応 じ、個別に検査実施要領書を制定し、

検査を実施するものとする。

3 適用範囲

本検査実施要領書は、検査申請書に記載された発電用原子炉施設のうち、個別の検査実施要領

書にて確認する検査項目及び検査範囲以外の検査について適用する。

Ⅱ 検査場所

検査申請書に記載の検査場所及びその他検査の実施に必要な場所

Ⅲ 検査範囲

1検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された施設とする。



2検査申請書及び工事計画認可・届出関係

検査申請書番号

(申 請年月日)

関原発第 194号 (2019年 8月 13日 )

工事計画認可番号

(認可年月 日)

原規規発第 1908073号

(令不日元年 8月 7日 ))

上記以降の変更は検査時に検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1共通事項

(1)検査申請書の確認
十
   ① 検査前確認事項

:    a本
検査に係る検査申請書 (変更申請を含む。)が準備 されていることを確認する。

b工事の工程、期日が検査申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可又は届出番号の記載が適切であることを確認する。

2品質管理の方法等に関する検査                       ′

(1)検査前確認事項

法令、規格、工事計画、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていることを確認する。

(2)検査手順

工事計画に記載された各施設のI事及び検査に係る保安活動が、工事計画に定められ

た品質管理の方法等に関する事項に従い行われていることを、以下の各事項について品

質記録、聞き取り等により確認する。具体的に確認する事項は、別紙 2「品質管理の方法

等に関する確認事項」に示す。

① 品質保証の実施に係る組織

② 保安活動の計画

③ 保安活動の実施

④ 保安活動の評価

⑤ 保安活動の改善

3実用炉規則第 16条の表に係る検査

以下の検査項目及び確認事項のうち、該当するものについて確認する。

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。
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③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、沢1定精度を

有していることを確認する。

④ 系統構成が完了していることを確認する。i

(2)構造、強度又は漏えいに係る検査 (一号検査)

① 検査項目

構造、機能又は性能を確認する検査

検査対象 (支持構造物を含む)の構造、機能又は性能を、材料、寸法、外観、組立

て及び据付け状態、耐圧、漏えい、原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態に

より確認する。

② 検査手順

a申請者の適合性確認検査の内容が、認可した又は届出された工事計画に対し適切で

あり、運用要領に示す検査項目を満足していることを確認する。

b申請者が実施した適合J隆確認検査が適切であることを、
・目視又は申請者の品質記録

により確認する。

(3)蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及び補助ボイラーの本体の組立て
′`

が完了した時に係る検査 (二号検査)

① 検査項目

構造、機能又は性能を確認する検査

検査対象の構造、機能又は性能を、材料、寸法、外観、組立て及び据付け状態、耐

圧t漏えいにより確認する。

② 検査手順

a申請者の適合性確認検査の内容が、認可した又は届出された工事計画に対し適切で

あり(運用要領に示す検査項目を満足していることを確認する。

b申請者が実施した適合性確認検査が適切であることを、日視又は申請者の品質記録

により確認する。

(4)発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になつた時に係る検査 (三号検査)

機能又は性能を確認するため、以下のとおり検査を行う。ただし、改造修理工事にお

いては、発電用原子炉に燃料を挿入することができる状態になった時 (実用炉規貝1第

16条の表第 3号の工事の工程)と 全ての工事が完了した時 (規則第 16条の表第 5

号の工事の工程)が同じ時期となることが多いため、その場合には併せて、全ての工

事が完了した時として実施する。

① 検査項目

a機能又は性能を確認する検査

検査対象の機能又は性能を、外観、組立・据付、容量、通水 (通気)、 漏えい (率 )、

計測範囲 (校正)、 インターロック (警報)、 絶縁耐力、機器作動、運転性能等により

確認するも
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b総合設備検査 (検査記録の確認検査)

工事計画記載項目 (基本設計方針除く)の うち、実用炉規則第 16条の表に基づく

他の使用前検査で確認するもの以外の項目について、申請者の品質記録を確認する。

② 検査手順               
″

a申請者の適合性確認検査の内容が、認可した又は届出された工事計画に対し適切で

あり、運用要領に示す検査項目を満足していることを確認する。

b申請者が実施 した適合性確認検査が適切であることを、目視又は申請者の品質記録

により確認する。

(5)発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時に係る検査 (四号

検査)                                、

① 検査項目

機能又は性能を確認する検査                         |

検査対象の機能又lよ
J隆能を、バウングリ構成、計浪1範囲 (校正)、 燃料の炉内配置、

原子炉の核的特ll生等により確認する。

② 検査手順

a申請者の適合性確認検査の内容が、認可した又は届出された工事計画に対し適切で

あり、運用要領に示す検査項目を満足していることを確認する。

b申請者が実施 した適合J性確認検査が適切であることを、目視又は申請者の品質記録

により確認する。

(6)工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係る検査 (五号検査)

① 検査項目

a発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する検査

発電用原子炉施設の総合的な性能を、負荷検査により確認する。

bその他工事の完了を確認する検査

認可した又は届出された工事計画に係る全ての工事が完了したことを、外観、組

立・据付、容量、通水 (通気)、 漏えい (率 )、 計預1範囲 (校正)、 インターロック (警

報)、 絶縁耐力、機器作動、運転性能等により確認する。

② 検査手順
‐

a申請者の適合性確認検査の内容が、認可した又は届出された工事計画に対し適切で

あり、運用要領に示す検査項目を満足していることを確認する。

b申請者が実施した適合性確認検査が適切であることを、日視又は申請者の品質記録

により確認する。

4基本設計方針に係る検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録及びエビデンスが準備されていることを確認する。
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② 基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表が作成され、申請者の

適合性確認検査において漏れなく確認されていることを確認する。

(2)検査手順

品質管理の方法等に関する検査事項の状況を踏まえ、下記の事項について、申請者が実

施した検査記録及び工事管理記録により別紙 3の観点で包括的に確認する。また、確認

した検査記録と現物の状態が一致しているか否かの観点から現物を抜取りで確認する。

① 保安活動に係る実施要領書の適切性

② 保安活動に係る要員の適切性

、③ 保安活動に係る計狽1・ 沢1定機器の適切性

④ 保安活動に係る調達管理の適切性

⑤ 保安活動の内容 (工事管理実績)の適切性

⑥ 保安活動の結果判定 (検査実績)の適切性

なお、「保安活動」とは、申請者が工事計画の基本設計方針に従い実施する工事及び検

査に係る活動をいう。

V判定基準

1品質管理の方法等に関する検査               |
工事及び検査に係る保安活動が、工事計画に定められた品質管理の方法等に関する事項に従

って行われていること。

2実用炉規則第 16条の表に係る検査

設備及び機器が工事計画に従い製作され、据付けされ、所定の性能を有しており、技術基

準に適合するものであること。

3基本設計方針に係る検査

保安活動が基本設計方針に従って行われ、設備及び機器が基本設計方針に従い製作され、据

付けされ、所定の性能を有しており、技術基準に適合するものであること6
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別紙 1

検査項目及び立会区分 (運用要領抜粋ほか)

1.沸騰水型発電用原子炉 (BWR)
(1)規貝1第 16条の表第 1号の工事の工程に係る使用前検査

【機器、構造物及び支持構造物】

立会区分

備 考
材料 寸 法 毯竪i

据付

耐圧・

編 えい

容器

圧力容器

熱交換器

開放タンク

サンプ

クラス 1容器
原子炉圧力容器 0京

子炉容器等)

B A/B A A

[記号説明]

A:立会検査※

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ただし、その全数を

記録確認によっても

差し支えないもの。

※:Aであっても個数が

多く、かつ、定型化さ

れているもの (同一仕

様であって同一ライン

で製造されたもの)は
抜取立会検査でよいも
のとする。

また、Aであっても

高線量等の検査作業

条件により抜取立会

検査とできるものと

する。

E注 ]

①溶接部の技術基準適合

確認が行われている

場合はA/Bと する。

②原子炉格納容器本体の

うち鉄筋コンクリー

トに関する検査区分

は添付-1の 1(1)
【建物、構築物】によ

るも

③同一機器で通常クラス

区分と重大事故クラス

区分が異なる場合、重

要度区分が高い方の立

会区分とする。

クラス 2容器/重大

事故等クラス 1・ 2

容器③

すべて B B A/B A/B

クラス 3容器 すべて B B A/B A/B

クラスMC容器

原子炉格納容器本

Ю
B A/B A A

上記以外のクラス

MC容器 (I絲内容器

貫通部)

B B
A
①

A
①

配管

クラス 1管 すへ て B B A A

クラス2管/重大事

故等クラス 1・ 2管

③

すべて B B A/B A/B

クラス3管 すべて B B A/B A/B
クラス4管 すべて B B A/B A/B

ポンプ

クラス 1ポンプ

冷却材再循環ポン

プ (1次冷却材ポン

労

B A A

クラス 2ポンプ/重

大事故等クラス 1・

2ポンプ③

すべて B A/B A/B

上記以外のポンプ すべて B A/B
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立会区分

備 考
材料 寸 法

外観、

組立・

据付

耐圧・

漏 えい

弁

クラス 1弁 すべて B B A A
A:立会検査※

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ただし、その全数を記

録確認によつても差し

支えないもの。

※:Aであつても個数が多

く、かつ、定型化されて

いるもの (同一仕様であ
つて同一ラインで製造さ

れたもの)は抜取立会検

査でよいものとする。
また、Aであつても高

線量等の検査作業条件

により抜取立会検査と

できるものとする。

[注 ]

③同一機器で通常クラス区

分と重大事故クラス区分
が異なる場合、重要度区

分が高い方の立会区分と

する。    、

④主蒸気逃がし安全弁につ

いては表の第 3号の工事
の工程に係る使用前検査

として動作検査及び掃え

い検査を実施する。

[重要施設の定義]

重要施設は、次に掲げるも
のをいう。

(1)そ の設備の破損が冷

却材喪失事故 (LOC
A)を 引き起こす可能性
のあるもの。

(2)冷却材喪失事故 (L
OCA)が 生じた際の放

射性物質の放散を防ぎ、

又は緩和するために必要

なもの。

(3)原子炉を停止させ、

又は原子炉を安全停止状

態に維持するために必要

なもの。

クラス 2弁 /重
大事故等クラス

1・ 2弁③

すべて B B A/B A/B

上記以外の弁 すべて B B A/B

支持構造物

クラス 1支持構

造物
すべて B A/B A

クラス 2支持構

造物 /重 大事 故

等 ク ラス 1・ 2

支持構造物③

すべて B B A/B

クラスMC支 持

構造物
すべて B A/B A/B

炉心支持構造物 すべて B A/B A

安全弁 。

逃がし弁
安全弁等

クラス 1機器用

安全弁等
B A A

④

クラス 2機器用

安全弁等/重大

事故等クラス

1・ 2機器用安

全弁③

B A/B A/B

その他安全弁等 B A/B A/B

機器又は

構造物

重要施設の機器

圧力容器内部構

造物
B A A

圧力容器付属構

造物
B A/B A A

制御棒、制御棒

駆動機構
B A/B A

上記以外の機器

又は構造物
B A/B A

重要施設以外の

機器
すべて B B A/B

核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵

施設

燃料取扱装置 B B A/B

使用済燃料貯蔵

プール (ピ ッ

ト)

B A/B A A

上記以外の設備 B B A/B

放射線モニタ すべて A/B

堰その他の設備 すべて B B A/B
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【建物、構築物】

立会区分 備 考

材料
寸法、外観、

組立・据付

原子炉本体 原子炉圧力容器基礎
B
①

A/B＼
[記号説明]

A:立会検査

B:記録確認検査

4/B:抜取立会検査

ただし、その全数を記録確

認によつても差し支えない

もの。

[注 ]

①フレッシュコンクリー トの性

状とコンクリー ト圧縮強度検

査はA/Bと する。

核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設
使用済燃料乾式貯蔵建屋

B
①

A/B

放射線管理施設

生体遮蔽装置
B
①

A/B

生体遮蔽装置 (補助遮蔽 )

B
①

A/B

放射性廃棄物の廃

棄施設
固体廃棄物貯蔵庫

B
①

A/B

原子炉格納施設

原子炉格納施設基礎
B
①

A/B

外部遮蔽建屋
B
①

A/B

原子炉格納容器 (鉄筋 コンクリー

ト)

B
①

A/B
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(2)規則第 16条の表第 2号の工事の工程に係る使用前検査

【蒸気タービン】

【補助ボイラー】

立会区分

備 考
一般事項

材 料 寸 法 外観
組立 ,

据付仕様 基 礎
水圧

試験

蒸気 タ

ー ビン

蒸気ター ビン本体 A/B B B B A/B A B [記号説明]

A:立会検査※

BI記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ただし、その全

数を記録確認に

よつても差し支

えないもの。

※:Aであつても個

数が多く、かつ、

定型化されている

もの (同一仕様で

あつて同一ライン

で製造されたも
の)は抜取立会検

査にできるものと

する。

蒸気ター ビンの管 B A/B

調速装置で制御 される主

要弁
B A

復水器 A/B B A/B B

湿分分離器/湿分分離加

熱器
A/B B B A/B A/B B

蒸気ター ビンに附属する

管
B A/B

その他の機器 A/B

立会区分

備 考

一般

事項
材 料 寸 法 外観

組立・

据付

耐圧・

漏 えい

仕 様

補助ボイラー

補助ボイラー本体 A/B B B A A/B A [記号説明]

A:立会検査

B,記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ただし、その全数を

記録確認によっても

差し支えないもの。

補助ボイラー節炭器 A/B B B A/B A/B A

安全弁 A/B A/B A
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(3)規則第 16条の表第 3号、第4号及び第5号の工事の工程に係る使用前検査

【設計基準対象施設】

1.系 統機能検査

(1)自 動起動検査

検査対象設備

(又は検査名 )

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

主蒸気系主蒸気逃がし

安全弁

1.工場における作動検査及び漏えい検査

2.発電所における作動検査及び漏えい検査

3.系統機能検査

(1)自 動減圧系検査

(2)逃がし弁機能検査

A/B

A

A/B

A/B

E記号説明]

A:立会検査

BI記録確認検査

A/B:抜取立会検査

主蒸気系主蒸気隔離弁

1.空気による格納容器内側主蒸気隔離弁

(1)弁座の漏えい率検査

2.空気による格納容器外側主蒸気隔離弁

(1)弁座の漏えい率検査

3.′ 系統機能検査

(1)自 動隔離検査

a.論理回路検査

b.隔離弁閉検査

A

A

A/B

A

残留熱除去系

1,系統機能検査

(1)低圧注水系自動起動検査

(2)格納容器スプレイ冷却系手動起動検査

a.サ プレッションチェンバスプレイ検査

b.ド ライウェルスプ レイノズル空気検査

2.系統運転性能検査

(1)残留熱除去系ポンプ運転性能検査

(2)ポンプ運転性能検査

A/B

A

A

A/B

B

残留熱除去系

(ABWR)

1.系統機能検査

(1)低圧注水系自動起動検査

(2)格納容器スプレイ冷却系手動起動検査

a.サプ レッションチェンバスプレイ検査

b.ド ライウェルスプレイノズル空気検査

2.系統運転性能検査

(1)残留熱除去系ポンプ運転性能検査

(2)機器運転性能検査

A/B

A

A

A/B

B

高圧炉心スプ レイ系
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(2)高圧炉心スプレイ系ポンプ吸込弁切替検

査

2.系統運転性能検査

(1)高圧炉心スプ レイ系ポンプ運転性能検査

1.系統機能検査   ｀

(1)制御棒位置制御検査

(2)原子炉スクラム検査

(3)制御棒引抜き阻止検査

(4)動 力源喪失検査

〓
一　

〓
一　

一一一　

一一一

A

A/B

A/B

A/B

A/B

低圧炉心スプレイ系

1.系統機能検査

(1)自 動起動検査

2.系統運転性能検査

(1)低圧炉心スプレイ系ポンプ運転性能検査

A/B

A

高圧炉心注水系

(ABWR)

1.系統機能検査

(1)自 動起動検査

(2)高圧炉心注水系ポンプ吸込弁切替検査

2 系統運転性能検査

(1)高圧炉心注水系ポンプ運転性能検査

A/B

B

A/B

原子炉隔離時冷却系

(ABWR)

1.系統機能検査

(1)自 動起動回路検査

(2)原子炉注水検査

(3)原子炉隔離時冷去「系ポンプ吸込弁切替検査

2.系統運転性能検査

(1)所内蒸気圧力約 1.OMPaに おける原子炉隔

離時冷却系ポンプ運転性能検査

A/B

A

B

B

格納容器内漏えい監視装置

1.系統機能検査

(1)警報検査 A/B

安全保護系及び再循環流量

制御

1.系統機能検査

(1)安全保護系作動回路検査

(2)原子炉格納容器隔離弁自動隔離検査

(3)RPT信 号による再循環ポンプ トリップ検査

A/B

A/B

A/B

安全保護系及び再循環流量

制御

(ABWR)

1.系統機能検査

(1)安全保護系作動回路検査

(2)原子炉格納容器隔離弁 自動隔離検査

(3)RPT信 号による再循環ポンプ トリップ検査

A/B

A/B

A/B

制御棒駆動系
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A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

B

制御棒駆動系

(ABWR)

1.系統機能検査

(1)制御棒位置制御検査

(2)原子炉スクラム検査

(3)制御棒引抜き阻止検査

(4)動力源喪失検査

(5)安定性選択制御棒挿入機能検査

2.系統運転性能検査

(1)機器運転性能検査

一一一　

〓
一　

〓
一　

一一一　

〓
一　

　

　

一一一

1.系統機能検査

(1)原子炉注入検査

2.系統運転性能検査

(1)注入ポンプ運転性能検査

3.ほ う酸重量確認検査

〓
一　

　

　

一一一　

一一一

A/B

Ｂ

　

Ｂ

ほう酸水注入系

核計測装置

1.系統機能検査

(1)警報検査

2.性能検査

(1)計測範囲確認検査

〓
一　

　

　

一一一

A/B

B

(5)安定性選択制御棒挿入機能検査

2.系統運転性能検査

(1)機器運転性能検査

〓
一　

　

　

一
一
一

A/B

B

検査対象設備

(又は検査名 )

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

一次冷却材、原子炉格

納容器及び制御棒駆動

系計測装置

1.系統機能検査

(1)警報検査

2.性能検査

(1)計測範囲確認検査

A/B

B

A:立会検査

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

燃料取扱装置

1.系統機能検査

(1)要カカ源喪失検査

2.系統運転性能検査

(1)熔量確認検査

A/B

A/B

燃料プール冷却浄化系

1.系統機能検査

(1)警報検査 B

2.系統運転性能検査

(1)機器運転性能検査 B
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プロセス放射線モニタ

リング設備

1.系統機能検査

(1)警報検査

2.性能検査

(1)校正検査

A/B

B

エ リア放射線モ手タリ

ング設備

1.系統機能検査

(1)警報検査

2.性能検査

(1)校正検査

A/B

B

周辺モニタリング設備

及び移動式モ手タリン

グ設備

1.系統機能検査

(1)警報検査

2.性能検査

(1)校正検査

(2)流量検査

A/B

B

B

非常用ガス処理系

1.系統機能検査   r

(1)自 動起動検査

2.性能検査

(1)高性能粒子フィルタ性能検査

a。 単体能力検査

b.総合能力検査

(2)チャコールエアフィルタ性能検査
|

a.放射性 よう化メチル放射性 よう素除去

検査

b.総合能力検査

A/B

B

A

A/B

A

中央制御室換気空調系

1.系統機能検査

(1)非常運転切替検査

2.性能検査

(1)チャコールエアフィルタ性能検査

a.放射性 よう化メチル放射性 よう素除去

検査

b.総合能力検査

A

A/B

A
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検査対象設備

(又 は検査名 )

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

B

A

A/B気体廃棄物処理系

1.系統機能検査

(1)つFガ ス系隔離検査

(2)活性炭式希ガ不ホール ドアップ塔機能検査

2.系統運転性能検査

(1)気 体廃乗物処理装置運転性能検査

〓
一　

〓
一
　

　

一一一

液体廃棄物処理系

1.系統機能検査

(1)ポ ンプ自動起動検査

(2)タ ンク流入弁自動切替検査

(3)タ ンク (槽)受入自動停止検査

2.系統運転性能検査

(1)液体廃棄物処理装置運転性能検査

(2)ポ ンプ運転性能検査

〓
一　

〓
一　

〓
一
　

　

〓
一　

一一一

A/B

A/B

A/B

Ｂ

　

Ｂ

固体廃棄物処理系

1.系統機能検査

(1)タ ンク ,(槽 )受入 自動停止検査

2.系統運転性能検査

(1)固体廃棄物処理装置運転性検査

〓
一
　

　

一一一

A/B

B

漏えい検出装置

1.系統機能検査

(1)ド レンサンプピット及び ドレンサンプピン

ト漏えい警報検査
A/B

A
原子炉格納容器

(漏 えい率検査)

1.原子炉格納容器婦えい率検査

原子炉建屋原子炉棟

(漏えい率検査)

1.原子炉建屋原子炉棟漏えい率検査 A

可燃性ガス濃度制御系

1.系統機能検査

(1)高 温動作検査

2.性能検査

(1)再結合器性能検査

〓
一
　

　

一一一

A/B‐

B

A
真空破壊装置

1.系統機能検査

(1)真 空破壊装置動作検査

A:立会検査

B:記録確認検査

A/Bi抜取立会検査

1.外観検査

2.絶縁耐力検査

3.系統機能検査

(1)警報検査

(2)自 動遮断検査

〓
一　

〓
一
　

　

〓
一　

一一一

A

A/B

A/B

A/B

非常用予備発電装置
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(3)過速度 トリンプ検査

(4)自 動負荷投入検査

4.系統運転性能検査

(1)ディーゼル発電機運転性能検査

(2)ポンプ運転性能検査

〓
一　

〓
一
　

　

〓
一　

一一一

A/B

A/B

A/B

B

A:立会検査

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検

※ 1:工事計画記載項

目(基本設計方針

除く)の うち総合

設備検査以外の

検査項 目で確認

されていない項

目を対象とす

る。

※ 2:ク ラス 1機器を

封象 とする。

検査対象設備

(又は検査名)

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

蓄電池
1.外観検査

2.系統運転性能検査

Å

B

計装用無停電交流

電源装置

1.外観検査

2.警報保護装置検査

3.系統運転性能検査

A

A/B

B

中央制御室外原子炉

停止装置

1.機能・J性能検査

(1)操作スイッチ健全性確認検査

(2)手動操作器健全性確認検査

B

B

総合設備検査※ 1 1.適合性確認検査記録等の確認検査 B

原子炉冷却材の循環

設備

1.系統機能検査
バ ウングリ構成確認検査※ 2

四 A/B

燃料装荷検査 1.全燃料装荷後の炉内配置確認検査 四 A

停止余裕検査 1.全燃料装荷時の停止余裕確認検査 四 A

制御棒駆動系検査
1.原子炉圧力大気圧における制御棒連続駆動

検査
四 B

制御棒駆動系検査

(ABWR)

1.原子炉圧力大気圧における制御棒連続駆動

検査
四 B

初臨界確認検査 1.初臨界時の実効増倍率狽1定検査 四 A

減速材温度係数測定

検査

1.炉水温度 50℃付近における減速材温度係

数測定検査
四 B

制御棒駆動系検査

1.原子炉圧力約6.9MPaにおける制御棒連

続駆動検査

2.原子炉圧力約 6.9MPaに おけるシングル

ロッ ドスクラム検査

五

五

A/B

A/B
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五
　
　
　
五

A/B

A/B

制御棒駆動系検査

(ABWR)

1.原子炉圧力約 7.lMPaに おける制御棒連

続駆動検査

2.原子炉圧力約 7.lMPaに おけるシング

ル・ペアロンドスクラム検査

原子炉隔離時冷却系

検査

1.原子炉停止中における自動起動検査

2.原子炉圧力約 1.OMPaに おける系統運転

性能検査

3.原子炉圧力約 6.9MPaに おける系統運転

性能検査

工

　

　

五

　

　

　

五

Ｂ
　
　
Ｂ
　
　
　
　
Ａ

原子炉隔離時冷却系

検査 (ABWR)

1.原子炉圧ガ約7.lMPaにおける系統運転

性能検査
工 A

系統運転性能検査

1.定格電気出力又は定格熱出力付近における

原子炉冷去R材再循環系運転性能検査

2.20%電 気出力における原子炉冷却材浄化

系運転性能検査

3.20%電 気出力及び定格電気出力又は定格

熱出力における復水給水系運性能検査

工

　

　

　

工

　

　

　

工

A/B

A/B

A/B

制御棒に対する中性

子束応答検査

1.55%炉 心流量における制御棒に封する中

性子束応答検査

2.定格電気出力又は定格熱出力における制御

棒に対する中性子束応答検査

五
　
　
　
五

A

B

検査対象設備

(又 は検査名 )

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

圧力制御検査

1.55%炉 心流量における主蒸気圧力設定

点変更検査

2.定格電気出力又は定格熱出力における主

蒸気圧力設定点変更検査

工

工

A

B

A:立会検査

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

給水系検査

1.55%炉 心流量における原子炉水位設定

点変更検査

2.定格電気出力又は定格熱出力における原

子炉水位設定点変更検査

3.55%炉 心流量における原子炉給水ポン

プ予備機 自動起動検査

五

工

五

A

B

A/B
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五
　
　
　
五

A

B

1.55%炉 心流量における原子炉再循環ポ

ンプ速度設定点変更検査

2.定格電気出力又は定格熱出力における原

子炉再循環ポンプ速度設定点変更検査

再循環ポンプ トリップ

検査

1.定格電気出力又は定格熱出力における再

循環ポンプ 1台 トリップ検査
五 A

再循環ポンプ トリップ

検査 (ABWR)

1.定格電気出力又は定格熱出力における原

子炉冷却材再循環ポンプ 3台 トリップ検査
五 A

外部電源喪失検査
1.20%電 気出力における外部電源喪失検

査

五 A

発電機負荷遮断検査

(10o%タ ー ビンバ

イパスプラン ト)

1.直結母線を直結変圧器から受電 している

状態での検査

(1)20%電 気出力における発電機負荷遮

断検査

(2)50%電 気出力における発電機負荷遮

断検査

(3)75%電 気出力における発電機真荷遮

断検査

(4)定格電気出力又は定格熱出力における

発電機負荷遮断検査

2!直結母線を起動変圧器から受電 している

状態での検査

(1)定格電気出力又は定格熱出力における

発電機負荷遮断検査

五

五

五

五

発電機負荷遮断検査

(部分容量ター ビンバ

イパスプラン ト)

1.発電機負荷遮断検査

(1)20%電 気出力における発電機貪荷遮

断検査

(2)50%電 気出力における発電機負荷遮

断検査

(3)75%電 気出力における発電機負荷遮

断検査

(4)定格電気出力又は定格熱出力における

発電機負荷遮断検査

Aプラン トトリップ検査
1.50%電 気出力におけるプラントトリッ

プ検査
五
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主蒸気隔離弁全閉検査
1,定格電気出力又は定格熱出力における主

蒸気隔離弁全閉検査
五 A

検査対象設備

(又 は検査名 )

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

負荷検査 (そ の 1)

1.定格電気出力又は定格熱出力における原子

炉関係検査

2.定格電気出力又は定格熱出力における蒸気

タービン関係検査

五

五

A

A

A:立会検査

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

負荷検査 (そ の 2)
1.定格電気出力又は定格熱出力における放射

線関係検査
工 A

使用済燃料貯蔵設備

1.機能検査

(1)吊上げ荷重検査

(2)伝熱検査

(3)気密漏えい検査

(4)未臨界検査

(5)模擬燃料集合体挿入検査

(6)外観検査

工

五

五

五

五

五

B

B

A/B

A/B

A/B

A

タービン保安装置検査

(停止中)

1.タエビン保安装置検査 (停止中)

(1)油ポンプ自動起動検査

(2)夕 ‐ビントリップインターロック検査

工

五

A/B

A/B

ター ビン保安装置検査

(無負荷運転中)

1.タ エビン保安装置検査 (無負荷運転中)

(1)調速装置作動範囲検査

(2)非常調速装置検査

(3)モータサクショ|ン油ポンプ自動起動検査

五

五

五

A

A

A

補助ボイラー

1.ヽ 警報・インターロック検査

2.安全弁作動検査

3.環境関係測定検査

4.連続負荷検査

工

工

工

工

A/B

A/B

A/B

A
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【車大事故等対処施設】

検査対象施設 検査項目 工程 立会区分

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子

炉命却系統施設、計測制御系統施設、放射性

廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、原子炉

格納施設、非常用電源設備、常用電源設備、

火災防護設備浸水防護施設、補機駆動用燃

料設備 (非常用電源設備及び補助ボイラー

に係るものを除く。)、 非常用取水設備、敷地

内土木構造物及び緊急時対策所

機能・性能検査

・系統機能検査

`系統運転性能検査

,

適合性確認検査記録の確認検査

〓
一
　

　

四

　

　

五

立会又 は記録確認 に

よる検査 (可搬型であ

つて、複数の数設ルー

トが設 定 され る場合

は、1ル● 卜以上の立

会 とする。 )
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2.加圧水型発電用原子炉 (PWR)
(1)規則第 16条の表第 1号の工事のI程に係る使用前検査

【機器、構造物及び支持構造物】

立会区分

備 考

材料 寸 法

外観、

組立・

据付

耐圧・

漏 えい

容器

圧力容器

熱交換器

開放 タンク

サンプ

クラス 1容器
原子炉圧力容器

(原子炉容器等 )

B A/B A A
[記号説明]

A:立会検査※

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ただし、その全

数を記録確認に

よっても差し支

えないもの。

※:Aであつても個

数が多く、かつ、

定型化されている

もの (同一仕様で

あつて同一ライン

で製造されたも

の)は抜取立会検

査でよいものとす

る。
また、Aであつて

も高線量等の検査

作業条件により抜

取立会検査とでき

るものとする。

[注 ]

①溶接部の技術基準

適合確認が行われ

ている場合はA/
Bと する。

②原子炉格納容器本

体のうち鉄筋コン

クリー トに関する

検査区分は添付―

1の 2(1)【 建

物、構築物】によ

る。

③同一機器で通常ク

ラス区分と重大事

故クラス区分が異

なる場合、重要度

区分が高い方の検

査区分とする。

クラス2容器/

重大事故等クラ
ス 1・ 2容器③

すべて B B A/B A/B

クラス 3容器 すべて B B A/B A/B

クラスMC容 器

原子炉格納容器本体

②
B A/B A A

上記以外のクラスM

C容器 (貫通部ベ ロ

ーズ)

B B
A
①

A
①

配管

クラス 1管 すべて B B A A

クラス 2管/重

大事故等クラス

1・ 2管③

すべて B B A/B A/B

クラス 3管 すべて B B A/B A/B
クラス 4管 すべて B B A/B A/B

共 通
原子炉格納容器貫通

部配管
B A/B A/B

ポンプ

クラス 1ポンプ
冷却材再循環ポンプ

(1次冷去「材ポンプ)

B A A

クラス 2ポンプ

/重大事故等ク

ラス 1・ 2ポン

プ③

すべて B A/B A/B

上記以外のポン

プ
すべて B A/B
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立会区分

材 料 寸 法

外観、

組立・

据付

耐圧・

漏 えい

備 考

クラス 1弁 すべて B B A A

クラス 2弁/重大事故等

クラス 1・ 2弁③
すべて B B A/B A/B弁

上記以外の弁 すべて B A/B A/B

クラス 1支持構造物 すべて B A/B A

クラス 2支持構造物/重

大事故等クラス 1・ 2支

持構造物③

B B A/B

クラスMC支持構造物 すべて B A/B A/B

B A/B A

支
持
構
造
物

すべて

クラス 1機器用安全弁等 A A

クラス 2機器用安全弁等/

重大事故等クラス 1・ 2機

器用安全弁③

B A/B A/B

安
全
弁

・
逃
が
し
弁 その他安全弁等 B A/B A/B

一
④

圧力容器内部構造物 B A A

B A/‐B A A圧力容器付属構造物

B A/B A制御棒、制御棒駆動機構

上記以外の機器又は構造物 B A/B A

重要施設以外の機器 すべて B B A/B

燃料取扱装置 B B A/B

A/B A A
使用済燃料貯蔵プ■″

(ピ ット)    |
B

核燃料物質の取扱施設

及び貯蔵施設

上記以外の設備 B B A/B

放射線モニタ すべて A/B

A/B

[記号説明]

A:立含検査※

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ただし、その全数を

記録確認によっても

差し支えないもの。

※:Aであつても個数が

多く、かつ、定型化さ

れているもの (同一仕

様であって同一ライン

で製造されたもの)は

抜取立会検査でよいも
のとする。

また、Aであっても

高線量等の検査作業

条件により抜取立会

検査とできるものと

する。

[注 ]

③同一機器で通常クラス

区分と重大事故クラス

区分が異なる場合、重

要度区分が高い方の検

査区分とする。

④主蒸気安全弁、加圧器

安全弁及び真空逃が

し弁については表の

第 3号の工事の工程

に係る使用前検査と

して動作検査及び漏
えい検査を実施す

る。

[重要施設の定義 ]

重要施設は、次に掲げ

るものをいう。

(1)そ の設備の破損が

冷却材喪失事故 (LO
CA)を 引き起こす可

能性のあるもの。

(2)冷却材喪失事故

(LOCA)が 生じた

際の放射性物質の放散

を防ぎ、又は緩和する

ために必要なもの。

(3)原子炉を停止さ

せ、又は原子炉を安全

停止状態に維持するた

めに必要なものα

堰その他の設備 すべて B B
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【建物、構築物】

立会区分

備 考
材料

寸法、外観、

組立・据付

核燃料物質の取扱施設及

び貯蔵施設
使用済燃料乾式貯蔵建屋

B
①

A/B

[記号説明]

A:立会検査

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ただし、その全数を記

録確認によっても差し

支えないもの。

[注 ]

①フレッシュコンクリー ト

の性状とコンクリー ト圧

縮強度検査はA/Bと す

る。

放射線管理施設

生体遮蔽装置
B
①

A/B

生体遮蔽装置 (補助遮蔽 )

B
①

A/B

放射性廃棄物の廃棄施設 固体廃棄物貯蔵庫
B
①

A/B

原子炉格納施設

原子炉格納施設基礎
B
①

A/B

外部遮蔽建屋
B
①

A/B

原子炉格納容器 (鉄筋コンクリ
エ ト)

B
①

A/B

アニュラス区画構造物
B
①

A/B
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(2)規則第 16条の表第 2号の工事の工程に係る使用前検査

【蒸気タービン】ィ

【補助ボイラー】

立会区分

備 考
一般事項

材料 寸法ヽ 外観
組立・

据付仕 様 基礎
水圧

試験

蒸
気
タ

|

ビ
ン

蒸気タービン本体 A/B B B B A/B B
E記号説明]

A:立会検査※

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

(た だし、その全数を

記録確認によつても差

し支えないものと)

※:Aであつても個数が多

く、かつ、定型化され

ているもの (同一仕様

であつて同一ラインで

製造されたもの)は抜

取立会検査にできるも

のとするも

蒸気タービンの管 B A/B

調速装置で制御 される

主要弁
B A

復水器 A/B B A/B B

湿分分離器/湿分分離

加熱器
A/B B B A/B A/B B

蒸気タービンに附属す

る管
B A/B

その他の機器 A/B

立会区分

備 考
一般

事項 材 料 寸 法 外観
組立・

据付

耐圧・

漏 えい

仕 様

ネ甫
助
ボ
イ
ラ

|

補助ボイラー本体 A/B B B A A/B A
[記号説明]

A:立会検査
B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ただし、その全数を記録確

認によっても差し支えな

いもの。

補助ポイラー節炭器 A/B B B A/B A/B A

安全弁 A/B A/B A
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(3)規則第16条の表第 3与、4号及び第5号の工事の工程に係る使用前検査

【設計基準対象施設】

検査対象設備

(又は検査名)

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

加圧器安全弁

1.工場における作動検査及び漏えい検査

(1)窒素ガスによる漏えい検査

(2)蒸気による作動及び漏えい検査

B

A/B

[記号説明]

A:立会検査

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

2.発電所における作動検査及び漏えい検査

(1)窒素ガスによる作動及び漏えい検査 A

加圧器圧力・水位制御

系

1.系統機能検査

(1)加圧器圧力制御検査

a.警報インターロック検査

b.圧力制御検査

(2)加圧器水位制御検査

a.警報インターロック検査

b.水位制御検査

A

A

A

A

化学体積制御系

1.系統機能検査

(1)警報インターロンク検査

(2)体積制御 タンク水位制御検査

A

A

2.系統運転性能検査

(1)ポ ンプ運転性能検査 B

安全注入系

1.系統機能検査 
′

(1)警報インターロック検査

(2)高圧注入モー ド検査

(3)低圧注入モー ド検査

(4)再循環モー ド検査

(5)蓄圧タンク放水検査

A

A/B

A/B

A/B

A/B

2.系統運転性能検査

(1)ポ ンプ運転性能検査 A/B

余熱除去系

1.系統機能検査

(1)警報イレターロック検査 (そ の 1)

(号 )警報インターコック槍査 (そ の 2)

A/B

A/B

2.系統運転性能検査

(1)ポ ンプ運転性能検査 B
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原子炉補機冷去「水及び

海水系

1.系統運転性能検査

(1)ポ ンプ運転性能検査 B

主蒸気安全弁

1 工場における作動検査及び漏えい検査

(1)窒素ガスによる漏えい検査

(2)油圧 ジャッキによる作動検査

(3)蒸気による作動及び漏えい検査

一
一　

〓
一　

一一一

B

B

A/B

2.発電所における作動検査及び漏えい検査

(1)窒素ガスによる漏えい検査

(2)油圧ジャッギによる作動検査

〓
一　

一一一

A/B

A/B

検査対象設備

(又は検査名 )

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

安全保護系

1 系統機能検査

(1)原子炉保護設備 ロジック回路動作検査

(2)工学的安全施設作動設備 ロジック回路動作検査

A/B

A/B

A:立会検査

BI記録確認検査

A/B:抜取立会検査

2.検出要素設定値確認検査

(1)原子炉保護回路設定値確認検査

(2)工学的安全施設作動回路設定値確認検査

A/B

A/B

核計測装置

1.系統機能検査

(1)警報検査 A/B

2.性能検査

(1)計測範囲確認検査 B

原子炉補給水系

1.系統機能検査

(1)希釈制御検査

(2)急速希釈制御検査

(3)濃縮制御検査

(4)自 動補給制御検査

(5)手動補給制御検査

A

A

A

A

A

2.系統運転性能検査

(1)ポ ンプ運転性能検査 B

1 系統機能検査

(1)動力源喪失検査

(2)過荷重検査

A/B

A燃料取扱装置

2 系統運転性能検査
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A/B(1)容量確認検査

1 系統運転性能検査

(1)ポ ンプ運転性能検査 B使用済燃料ピント

水浄化冷ナ、日系 2.系統機能検査

(1)警報検査 B

A/B

1.系統機能検査

(1)警報検査エ リアモニタリン

グ設備

(1)校正検査

2.性能検査

B

A/B

1.系統機能検査

(1)讐報検査

B

プロセスモニタリ

ング設備

(1)校正検査

2.性能検査

1.系統機能検査

(1)警報検査 A/B

B

周辺モニタリング

設備及び移動式モ

ニタリング設備
(1)校正検査

2.性能検査

工程

立会

区分
備 考

検査対象設備

(又は検査名 )

検査項 目

A/B

1.系統機能検査

(1)イ ンターロック検査

換気空調設備

2.系統運転性能検査

(1)アニュラス負圧検査       ―

(2)フ ァン運転性能検査

3.性能検査

(1)工場におけるよう素フィルタ性能検査

(2)発電所におけるよう素フィルタ性能検査

(3)微粒子フィルタ性能検査

〓
一　

一
一　

　

　

〓
一　

言
一　

一一一

A/B

A/B

B

A/B

B

A:立会検査

B:記録至在認検査

A/B:抜取立会検査

1 系統機能検査

(1)タ ンク流入弁自動切替検査

(2)ポ ンプ自動起動検査

一一一　

一一一

A/B

A/B

液体廃棄物処理系
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2 系統運転性能検査

(1)液体廃棄物処理装置運転性能検査

(2)ポ ンプ運転性能検査

〓
一　

一一一

Ｂ

　

Ｂ

1.系統機能検査

(1)タ ンク流入弁自動切替検査

(2)活性炭式希ガスホール ドア ップ装置機能検

査

〓
一　

一一一

A/B

A/B

B

気体廃棄物処理系

(1)気体廃棄物処理装置運転性能検査

2.系統運転性能検査

1 系統機能検査

(1)タ ンク受入 自動停止検査 A/B
固体廃棄物処理系

(1)固体廃棄物処理装置運転性能検査

2 系統運転性能検査

B

掃えい検出装置

1.系統機能検査

(1)警報検査 A/B

1.系統機能検査

(1)警報インターロック検査 A

格納容器スプレイ系 2.系統運転性能検査

(1)格納容器スプレイノズル検査

(2)ポンプ運転性能検査

〓
一　

一一一

A

A/B

格納容器隔離弁

1 系統機能検査
I

(1)警報インタとロック検査 A

1 工場における作動検査及び漏 えい検査

(1)作動及び流量測定検査

(2)漏えい検査

〓
一　

一一一

A/B

B

一一一　

一一一

A/B

A/B

真空逃がし装置
2 発電所における作動検査及び漏えい検査

(2)作動検査

(3)漏えい検査

A原子炉格納容器 1 漏えい率検査

検査対象設備

(又は検査名 )

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

主給水系

1.系統機能検査

(1)務警報インターロンク検査 A/B

A:立会検査

B:記録確認検査
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B(1)ポンプ運転性能検査

2.系統運転性能検査

1 系統機能検査

(1)イ ンターロック検査 A/B
補助給水系

2:系統運転性能検査

(1)ポンプ運転性能検査 B

A1.外観検査

蓄電池 (非常用)

2.系統運転性能検査 B

A1.外観検査

2.警報保護装置検査 A/B計装用インバータ

31系統運転性能検査 B

1.外観検査 A

2.絶縁耐力検査 A/B

一一一　

一一一　

一一一

A/B

A/B

A

3.系統機能検査

(1)警報検査

(2)イ ンターロック検査

(3)自 動負荷検査

A/B(1)デ ィーゼル発電機運転性能検査

4.系統運転'性能検査

中央制御室外原子炉停

止装置

1.機能・サ
l生能検査

(1)操作ズイ ッチ健全性確認検査

(2)手動操作器健全性確認検査

一一一　

一一一

Ｂ

　

Ｂ

B総合設備検査※ 1

四 A/B一次冷却材の循環設備
1.系統機能検査

(1)バ ウンダリ構成確認検査※ 2

1.全燃料装荷後の炉内配置確認検査 (燃料集合

体、中性子源及びシンブルプラグアセンブリ)

四

2.全燃料装荷後の炉内配置確認検査 (制御棒クラ

スタ、パーナブルポイズン)

四 B

1.高温停止状態における制御棒クラスタ落下時間

測定検査

A

Ｂ

　

Ｂ

2.高温停止状態における制御棒クラスタ操作検査

(1)ィミンク単独操作検査

(2)バ ンクオーバーラップ操作検査

四

　

四

A/B:抜取立会検査

※ 1:工事計画記

載項 目(基本設

計方針除く)の

うち総合設備検

査以外の検査項

目で確認 されて

いない項 目を対

象とする。

※ 2:ク ラス 1機器

を姑象 とする。

加圧器スプレイ検査
1高温停止状態における加圧器連続スプレイ確認検

査
四 B
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2.高温停止状態における加圧器るプレイ性能確認検

査
四 B

3.高温停止状態における加圧器ヒータ性能確認検査 B

制御棒クラスタ操作

範囲監視検査

1.高温停止状態における警報装置
四 B

検査封象設備

(又は検査名 )

検査項 目 工程

立会

区分
備 考

四 A
1.低温停止状態における原子炉 トリップによるター ビ

シ、発電機 トリップ検査

2.低温停止状態におけるタービン トリップによる原子

炉、発電機 トリ)プ検査
四 A

総合インターロック

検査

3.低温停止状態における発電機 トリップによる原子

炉、タービン トリップ検査
四 A

減速材温度係数測定

検査

1.高温零出力状態における減速材温度係数測定検査

四 A1.高温零出力状態における原子炉停止余裕検査
停止余裕検査

2.高温零出力状態におけるほう酸貯蔵量確認検査 四 A

四 A/B
臨界ボロン濃度沢1定

検査

1.高温零出力状態における臨界ボロン濃度測定検査

五 A負荷変動検査 1.定格電気出力における 50%負 荷減少検査

プラン トトリップ検

査

1.50%電 気出力におけるプラン トトリップ検査
五 A

外部電源喪失検査 1.30%電気出力における外部電源喪失検査 五 A

1.30%電 気出力における発電機負荷遮断検査 工 B

2.50%電 気出力における発電機負荷遮断検査 五 B

B3.75%電 気出力における発電機負荷遮断検査 工

工 A

発電機負荷遮断検査

4.定格電気出力における発電機負荷遮断検査

A:立会検査

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

ター ビン保安装置検

査 (停止中)

1.タ ー ビン保安装置検査 (停止中)

(1)油ポンプ自動起動検査

(2)タ ービン トリップインターロンク検査

五
　
　
五

A/B

A/B
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五
　
　
五
　
　
五

Ａ

　

　

Ａ

　

　

Ａ

タービン保安装置検

査 (無負荷運転中)

1.タ ービン保安装置検査 (無負荷運転中)

(1)調速装置作動範囲検査

(2)非常調速装置検査

(3)モ ータサクション油ポンプ自動起動検査

五

五

五

五

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

1.定格電気出力又は定格熱出力における原子炉関係検

査

(1)連続運転検査

(2)、 化学及び放射化学検査

(3)1次ハ却材流量測定検査

(4)出力分布測定検査

五 A

負荷検査 (そ の1)

2.定格電気出力又は定格熱出力における蒸気ター ビン

関係検査

工 A負荷検査 (そ の 2)

1定格電気出力又は定格熱出力における放射線関係検

査

燃料取扱装置/生体遮

蔽装置

1.機能検査

(1)吊 上げ荷重検査

(2)伝熱検査

(3)気密漏えい検査

(4)未臨界検査

(5)模 l疑燃料集合体挿入検査

(6)外観検査

五

五

五

五

五

五

B

B

A/B

A/B

A/B

A

1,警報・インターロラク検査

2 安全弁作動検査

3.環境関係測定検査 (注 )

4 連続負荷検査

五

五

五

五

A/B

A/B

A/B

A

補助ボイラー

(注)電気ボイラーについては、環境関係測定検査は該当なし。

【重大事故等対処施設】

設備名、系統名、検査名 検査項 目 工程
立会

区分
備 考

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

使用済燃料貯蔵設備

使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

系統機能検査

・警報検査
・放水検査

・スプ レイ検査

A/B

[記号説明]

A:立会検査

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

(身七設の設備等で、記

録により技術基準へ

の適合性が確認でき

系統性能検査
・運転性能検査

・計測範囲確認検査

A/B
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|

|

|

|

|

|

|

・容量確認検査 る場合は全数記録確

認 とすることができ

る。 )

※ 1:ク ラス 生機器を

対象 とする。

原子炉冷却系統施設

非常用炉心冷去Π設備その他原子炉注水設

備

化学体積制御設備

原子炉補機冷却設備

蒸気タービンの附属設備

系統機能検査
・通水検査

A/B

系統性能検査

・運転性能検査
・容量確認検査

A/B

系統機能検査
。パウング リ構成確認検査

※ 1

四 A/B

計
沢J

需」
御
系
統
施
設

制御方式及び制御方法

工学的安全施設等の作動信号
設定値確認検査
・作動回路設定値確認検査

A/B

系統機能検査
・ ロジック回路動作検査
・警報検査
・機能確認検査

A/B

計測装置 性能検査
・計測範囲確認検査 (四 )

B

制御用空気設備 系統機能検査

・系統機能検査
A/B

昌密
放射線管理用計測装置 性能検査

・校正検査
A/B

換気設備 系統性能検査

・運転性能検査

性能検査
・フィルタ性能検査

A/B

A/B

原
子
炉
格
糸内
施
設

圧力低減設備その他の安全設備 系統機能検査

・容量確認検査
・放水検査
・通水検査

A/B

系統性能検査
・運転性能検査

A/B

圧力低減設備その他の安全設備

水素再結合装置

電気式水素燃焼装置

性能検査
・触媒反応確認検査
。電気容量確認検査
・触媒重量確認検査

A/B

そ
の

他
発
電
用
原
子
炉
の

附
属
施
設

非常用電源設備

内燃機関

ガスタービン

発電機

外観検査 A/B
絶縁耐力検査 A/B
機能検査

・警報検査
・インターロック検査

A/B

性能検査
・運転性能検査

A/B

その他の電源装置 (非常用 )

無停電電源装置

蓄電池

可搬型バ ッテ リ

外観検査 A/B
性能検査

・運転性能検査 A/B
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設備名、系統名、検査名 検査項目 工程
立会

区分
備 考

そ
の

他
発
電
用
原
子
炉
の

附
属
施
設

非常用電源設備

燃料設備

補機駆動用燃料設備

燃料貯蔵設備

系統性能検査

・運転性能検査

・燃料給油検査
・容量確認検査 A/B

A:立会検査 、

B:記録確認検査

A/B:抜取立会検査

(既設の設備等で、記録に

より技術基準への適合性

が確認できる場合は全数

記録確認とすることがで

きる。)

※ 1:工事計画記載項 目

(基本設計方針除 く)

の うち総合設備検査以

外の検査項 目で確認 さ

れていない項 目を対象

とする。

火災防護設備

火災区域 (区画)構造物

浸水防護施設

防水区画構造物

防護壁

竪坑蓋

水密扉

)F常用取水設備

貯留堰

取水 口

il生能検査
・材料検査

・寸法検査
・外観検査

・組立・据付検査
・容量確認検査

B
A/B
A/B
A/B
A/B

火災防護設備

消火設備

性能検査
・運転性能検査
。通水検査

A/B

総合設備検査※ 1 適合性確認記録の確認検査 B

負荷検査

負荷検査
・連続運転検査
・一次冷去口材流量測定検査

工
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月可Й低2

品質管理の方法等に関する確認事項

1品質保証の実施に係る組織,              I

I工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラス トラクチャー及び作業環境が確保され、

申請者部門間及び供給者との間の責任及び権限が明確にされ、体制の構築、情報伝達等が

工事計画に従つて行われている'こ と。

。供給者の選定や管理が工事計画に従って行われていること。

2保安活動の計画

。工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び 1の組織体制等が申請者関係部門及び供

給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階における監視、測定、検証、

妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施されるよう計画 (手順や合否判定基準を含む。)

が定められていること。

・ 1の供給者 (調達物品や役務を含む。)の管理方法についても工事計画に従つて定められ

ていること。

3保安活動の実施

・工事及び検査が 2の計画に従って漏れなく実施されていること。また、調達物品や役務に

係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査についても工事計

画に従って行われていること。  r

4保安活動の評価             `        ィ

・調達物品や役務、原子炉施設が要求事項に適合していることを実証するため、2の計画に

従つて漏れなく監視、測定、試験及び検査が行われていることを評価していること。また、

不適合が発生した場合の処置、供給者から申請者への報告にらぃても1の蘊繊体制及び

2の計画に従つて行われていること。

5保安活動の改善

・予防処置又は不適合に射する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的改善が実施さ

れていること。
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確認事項 観ッ点

実施要領書の

適切性

・申請者の適合性確認検査が基本設計方針に定めた要求内容 (設備の具体的設

計結果を含む。)に適合することを確認するよう計画されていること。
・適合性確認検査の要領書が適切に制定又は改訂されていること。
・工事計画記載事項、十技術基準の条項等を明示 していること。 (適合性確認検査

の計画として整理した設備の具体的設計結果及び確認方法の情報を確実に適

合性確認検査要領書に反映していること。)

・試験や適合性確認検査の方法及び判定基準の根拠が適切で、かつ、明確に定

められていること。 (特に、既設設備の代替検査方法の適切性評価)

・適合性確認検査の対象範囲は、工事計画及び技術基準の適合性を漏れなく確

認できるように設定されていること。
・適合Jl生石在認検査の要領書の本文記載事項と添付資料 (設備概要、工事範囲

図、試験系統図等)の対象範囲が整合していること。
・工事の全体工程の中で、各保安活動の適切な時期を設定していること。

要員の適切性

・保安活動の種類に応 じ、適切な力量 (資格、専門性及び経験等)を有する要

員を西己置していること。
・保全活動の種類に応 じ、要員の適格性が確認されていること。

計測・測定

機器の適切性

・計測・測定機器は要領書どおりのものを使用していること。
・試験や社内検査の結果の判定に影響する計測・測定機器の仕様や精度は、そ

れぞれの目的、判定基準等に照らして適切であること。計測・測定機器は所

要の トレーサビジティがとられていること。
・所要の校正・有効性確認を行い、識別された計測・測定機器を使用し、記録

を保管していること。

調達管理の適

切性

・申請者が要求事項を明確にし、レビュー及び検証後、調達先に提示している

こと。
・ 申請者は、調達先に記録提出を求め、計画どおり調達製品等と要求事項との

検証を行っていること。                      Ⅲ

・検証結果の記録を適切に管理していること。

内容 (工事管

理実績)の適

切性

・最新の要領書に従って保安活動を実施 していること。
・保安活動実施前に、必要な事項 (前工程の終了(前提条件の成立等)を確認

していること。
・試験や社内検査の回路、系統の構成等は、要領書どおりで、目的に照らして

適切であること。
。データの測定時期及び測定点は、要領書どおりで適切であること。
・測定データの有効桁数の処理は、判定基準との関連で適切であること。
・要領書で定められた保安活動の対象範囲と被確認物が一致していること。
・要領書に定められた検査方法 (設備の具体的設計結果に適合していることを

確認する方法)に従い適合性確認検査が行われていること。
・適合性確認を行つたエビデンスが整理され、容易に提示できること。

結 果 の 判 定

(検査実績 )

の適切性

・保安活動の結果を要領書の判定基準に照らして適切に判定していること。
・工事計画及び技術基準に適合することを評価 し、組織として承認しているこ

と。                              (                    i
・保安活動の結果の記録を作成、承認及び保管していること。
・不適合があった場合、不適合管理の手続きに沿つた対応が行われているこ

と。

月可和氏3

基本設計方針に係る検査の観ッ点
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月暉Й砥4

関西電力株式会社

高浜発電所第 4号機

使用前検査成績書
'

要 領 書 番 号  :原規規収第 1908134号 99

成績書管理番号 :

年  月

原子力規制委員会
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使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期 日 自

成績害管理番号

至

年  月  日

年  月  日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとお り

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録
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成績書管理番号

検査申請一覧表

検査申請書番号

(申 請年月日)

関原発第 194号 (2019年 8月 13日 )

工記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認 し表中に追記する。

)
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添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機 使用前検査記録
i  共通事項

成績書管理番号 :

検査年月日:    年   月

検 査 場 所 :   ′

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

日

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 良

検査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで あ るこ

と。

記録確認 良

工事計画の認可番号の

記載が適切 であ るこ

と。

記録確認 良
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添付資料 2-1

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

品質管理の方法等に関す る検査

成績書管理番号 :

検査年月 日 :    年   月

検 査 場 所 :

検査前確認事項

検査結果

日

確認事項 結 果 備 考

法令、規格、工事計画、申請者の規程

類、申請者 の品質記録及びエビデ ンス

が準備 されてい ること。

良

判 定基準
検

結

査

果

工事及び検査に係 る保安活動が、認可 した工事計画に定 められた品質管

理の方法等 に関す る事項に従 つて行われてい ること。

総
△
回

所
見

ロ
口口

質
管
理
の

方

法

等
イこ

関
す
る

所
見

1 品質保証の実施に係 る組織

2保 安活動の計画

3保 安活動の実施

4保 安活動の評価

5保 安活動の改善

備  考
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添付資料 2-2

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

品質管理の方法等に関する検査
成績書管理番号 :

検査年月 日 :    年   月

検 査 場 所 :

使用前検査において確認 した関連 文書一覧表

日

関連文書 の名称等 備 考

1品 質保証の実施に係 る組織

2保 安活動の計画

3保 安活動の実施

4保 安活動の評価

5保 安活動の改善
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関西電力株式会社高浜発電所第 4号機

( 号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号

検査年月日:    年

検 査 場 所 :

月    日

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 良

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 良

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 良

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良
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添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機 使用前検査記録
'       ( 号検査)

成績書管理番号 :

検査年月日

検 査 場 所

日月年

検査結果

検 査 対 象

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

目視

記録確認

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録 (※)に よる。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :

・目視で確認 した範囲 :添付資料 3-3参照
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検査結果

添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

| ( 号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :

検査年月日 二ヽ    年   月   日

検 査 場 所 :

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

目視

備考
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添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機 使用前検査記録
1検査用計器一覧表

成績書管理番号 :

年  月  日検査年月日 :

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備 考
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添付資料4-1

関西電力株式会社高浜発電所第 4号機 使用前検査記録

基本設計方針に係る検査

成績書管理番号

検査年月日:    年

検 査 場 所 :

月    日

検査前確認事項

確認事項 結果 備考

申請者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていること。  十       1 良

基準適合性を確保するための設計結果と適合

性確認状況一覧表が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れなく確認されている

こと。

良
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器
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(設
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施 設 名 発 電 用 原 子 炉 施 設 （ 共 通 項 目 ）


